
法律第十五号（平一四・三・三一）

　　◎租税特別措置法等の一部を改正する法律

　（租税特別措置法の一部改正）

第一条　租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。

　　目次中「第二十条の六」を「第二十条の七」に、「特別自由貿易地域における」を

「沖縄の認定法人の」に、「第八十七条の五」を「第八十七条の六」に、「・第九十

条の九」を「―第九十条の九」に改める。

　　第三条の四の見出し中「老人等」を「障害者等」に、「限度額」を「限度額等」に

改め、同条第一項中「老人等」を「障害者等」に、「及び次条」を「並びに次条第一

項及び第三項」に改め、同条第二項中「老人等」を「障害者等」に改め、同条に次の

四項を加える。

　３　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの（平成十五年一月一日に

おいて同日前に預入をした所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金で同条に

規定する要件を満たすものを有する者を除く。）が、同日から平成十七年十二月三

十一日までの期間（以下この条及び次条において「特定期間」という。）内に預入

をする同項に規定する郵便貯金（当該個人のうち身体障害者福祉法（昭和二十四年

法律第二百八十三号）第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けて

いる者その他政令で定める者（以下この条並びに次条第四項及び第五項において

「障害者等」という。）に該当するものが、所得税法第九条の二第一項に規定する

非課税郵便貯金申込書の提出の際に、同条第二項に規定する書類のうちその者の身

体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳その他政

令で定めるもの（以下この条及び次条において「障害者等確認書類」という。）に

該当するものを提示して預入をするものを除く。）については、所得税法第九条の

二の規定は、適用しない。

　４　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、所得

税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書（当該個人

のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に同条第五項に規定する金融機関

の営業所等の長に同項に規定する書類（障害者等確認書類に該当するものに限

る。）を提示して同項の告知をし、及び証印を受けたもの（次項において「障害者

等確認申告書」という。）を除く。）については、これを提出することができない

ものとし、当該非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書を提出する際に経由すべ

きこととされる同条第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、これ

を受理することができない。

　５　前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認申告書を提出した

場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した所得税法第十条第一項

に規定する金融機関の営業所等に対し当該障害者等確認申告書に係る同項に規定す



る非課税貯蓄申込書を提出する場合における同条第二項の規定の適用については、

同項の規定により当該金融機関の営業所等の長に提示する同条第五項に規定する書

類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。

　６　前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第四条の見出しを「（障害者等の少額公債の利子の非課税）」に改め、同条第一項

及び第三項中「老人等」を「障害者等」に改め、同条に次の三項を加える。

　４　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、第二

項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同

条第四項の申告書（当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に第

一項に規定する販売機関の営業所等の長に第二項において準用する同条第五項に規

定する書類（障害者等確認書類に該当するものに限る。）を提示して同項の告知を

し、及び証印を受けたもの（次項において「障害者等確認特別申告書」という。）

を除く。）については、これを提出することができないものとし、当該特別非課税

貯蓄申告書又は同条第四項の申告書を提出する際に経由すべきこととされる第一項

に規定する販売機関の営業所等の長は、これを受理することができない。

　５　前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認特別申告書を提出

した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した第一項に規定する

販売機関の営業所等に対し当該障害者等確認特別申告書に係る同項に規定する特別

非課税貯蓄申込書を提出する場合における第二項において準用する所得税法第十条

第二項の規定の適用については、同項の規定により当該販売機関の営業所等の長に

提示する同条第五項に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るも

のとする。

　６　前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第五条の二第一項第二号中「第七項及び第十四項」を「第八項及び第十五項」に改

め、同条第十四項中「第三項」を「第四項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同

項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十

三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」

に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「住

所」の下に「（第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並

びに適格外国証券投資信託の名称）」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を

同条第八項とし、同条第六項中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を

同条第七項とし、同条第五項第三号中「第十一項」を「第十二項」に、「第十二項」

を「第十三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条

第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「第五条の二第二項後段」を「第五条

の二第三項後段」に、「又は第二項後段」を「又は第三項後段」に改め、同項を同条

第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同



条第一項の次に次の一項を加える。

　２　前項の規定は、外国投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六

年法律第百九十八号）第二条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下この

項において同じ。）の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信

託財産につき支払を受ける一括登録国債の利子については、当該外国投資信託が次

に掲げる要件を満たすもの（第九項において「適格外国証券投資信託」という。）

である場合に限り、適用する。

　　一　当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。

　　二　当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、証券取引法

第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相

当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その

他これに類する書類にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するも

のである旨の記載がなされて行われていること。

　　三　当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が国内で行われていないこと。

　　第六条及び第七条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改める。

　　第八条第一項中「（昭和二十六年法律第百九十八号）」を削り、同項第一号中「第

五条の二第四項第六号」を「第五条の二第五項第六号」に改める。

　　第八条の三第六項中「国外投資信託等の配当等が内国法人から」を「国外投資信託

等の配当等（特定株式投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定

する配当等（以下この項において「特定株式投資信託の配当等」という。）を除

く。）が内国法人から」に、「国外投資信託等の配当等が内国法人以外」を「国外投

資信託等の配当等（特定株式投資信託の配当等を除く。）が内国法人以外」に、「次

の各号」を「同号及び第二号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等

（特定株式投資信託の配当等に限る。）が内国法人から支払を受けるものであるとき

は第三号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等（特定株式投資信託の

配当等に限る。）が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第

四号」に改め、同項に次の二号を加える。

　　三　当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべ

き金額については、当該金額を第八条の六第一項第二号に規定する支払を受ける

べき金額とみなす。

　　四　当該国外投資信託等の配当等については、これを国内において第八条の六第一

項第二号に規定する内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に

係る配当等とみなす。

　　第八条の六第一項第二号中「特定株式投資信託」を「内国法人から支払を受けるべ

き特定株式投資信託」に改め、「配当等」の下に「（国外において支払われるものを



除く。）」を加える。

　　第九条第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り

下げ、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第

二号の次に次の一号を加える。

　　三　特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数（外国法人の株式につい

ての株価指数として政令で定めるものをいう。）に採用されている銘柄の外国法

人の株式に投資を行うもの（第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資

信託」という。）の収益の分配に係る配当等

　　第九条第三項中「特定株式投資信託の」を「特定株式投資信託（外国株価指数連動

型特定株式投資信託を除く。）の」に改め、同条第四項中「又は第二号」を「から第

三号まで」に改める。

　　第九条の四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に

改める。

　　第十条第二項中「平成十四年」を「平成十五年」に改める。

　　第十条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「、第三号又は第五号」を「又は第三号」に改め、「（同号に掲げる減価償却資産で

一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十

億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取

得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）」を削り、同項第五号を

削る。

　　第十条の三を削る。

　　第十条の四第四項中「第十条の七第四項」を「第十条の五第四項又は第十条の六第

四項」に改め、同条第十項中「第十条の四第三項から第五項まで」を「第十条の三第

三項から第五項まで」に改め、同条第十四項第二号中「第十条の四第十一項」を

「（昭和三十二年法律第二十六号）第十条の三第十一項」に改め、同条を第十条の三

とする。

　　第十条の五第四項中「第十条の七第四項」を「次条第四項又は第十条の六第四項」

に改め、同条第十項中「第十条の五第三項から第五項まで」を「第十条の四第三項か

ら第五項まで」に改め、同条第十四項第二号中「第十条の五第十一項」を「第十条の

四第十一項」に改め、同条を第十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

　　（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税

額の特別控除）

　第十条の五　青色申告書を提出する個人で沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十

四号）第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第五

条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条に規

定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者であるものが、



平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間（第三項及び第四項に

おいて「指定期間」という。）内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供され

たことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品（財務省

令で定めるものに限る。）並びに建物及びその附属設備（以下この条において「経

営革新設備等」という。）で政令で定める規模のもの（以下この項から第四項まで

及び第七項において「特定経営革新設備等」という。）を取得し、又は特定経営革

新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の

営む事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項に

おいて同じ。）には、その事業の用に供した日の属する年（事業を廃止した日の属

する年を除く。以下この条において「供用年」という。）の年分における当該個人

の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算

入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営革新

設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十

四（建物及びその附属設備については、百分の二十）に相当する金額との合計額

（次項において「合計償却限度額」という。）以下の金額で当該個人が必要経費と

して計算した金額とする。ただし、当該特定経営革新設備等の償却費として同条第

一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

　２　前項の規定により当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金

額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営革新設備等を事業の用

に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費

として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、

当該特定経営革新設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額

とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計

額に相当する金額とすることができる。

　３　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に

供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作

し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に

供した場合において、当該特定経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けない

ときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところに

より、その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五（建

物及びその附属設備については、百分の八）に相当する金額の合計額（以下この項

及び第六項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、

当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業

所得に係る所得税の額として政令で定める金額（次項及び第五項において「事業所

得に係る所得税額」という。）の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その

控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。



　４　第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたこと

のない経営革新設備（経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをい

う。以下この項において同じ。）を物品賃貸業を営む者から契約により賃借（政令

で定める要件を満たすものに限る。）をして、これを沖縄県の地域内において当該

個人の営む事業の用に供した場合（その事業の用に供した日の属する年の十二月三

十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項

の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。）には、供用年の年分の総所得金額

に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した経営革

新設備（その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上である

ものに限る。）に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算

した金額の合計額の百分の十五に相当する金額（以下この項及び第六項において

「リース税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該個人の

供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得

に係る所得税額の百分の二十に相当する金額（その年においてその事業の用に供し

た特定経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税

の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額）を超えるとき

は、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

　５　青色申告書を提出する個人が、その年（事業を廃止した日の属する年を除く。）

において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る

所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当

する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除

限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当す

る金額（その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第三項又は前

項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある

場合には、当該金額を控除した残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、

当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

　６　前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年

内の各年（その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。）に

おける税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定

による控除をしてもなお控除しきれない金額（前項の規定によりその年の前年以前

三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、

当該金額を控除した残額）の合計額（その年の前年以前四年内の年において第四項

の規定の適用を受けた同項に規定する経営革新設備をその年において当該個人の営

む事業の用に供しなくなつた場合（当該経営革新設備の災害による著しい損傷その

他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除

く。）には、当該合計額から当該経営革新設備を当該事業の用に供しなくなつた日



から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の

金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額）をいう。

　７　第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入

される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営革新設備等の

償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

　８　第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金

額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書

の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除

される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

　９　第五項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に

規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定

申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及

び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合に

おいて、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限

るものとする。

　10　その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合にお

ける所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号

中「第三章（税額の計算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び租税特別措

置法第十条の五第三項から第五項まで（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を

取得した場合等の所得税額の特別控除）」とする。

　11　第四項に規定する経営革新設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた

個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該経営革新設備の賃借

に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設

備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合（事業の廃止、当該経営革新設

備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業

の用に供しなくなつた場合を除く。）には、当該経営革新設備につき第四項又は第

五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当

該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額と

して政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなか

つたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第

四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提

出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなけれ

ばならない。

　12　前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた第四項に規

定する経営革新設備に係る同項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の

方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



　13　第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申

告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであ

つた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定に

よる更正を行う。

　14　第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適

用については、次に定めるところによる。

　　一　当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、

国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に

規定する期限内申告書とみなす。

　　二　当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更

正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあ

り、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の五第十一項に規定

する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条

第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項

第十号に規定する確定申告書」とする。

　　三　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する

修正申告書及び更正には、適用しない。

　　第十条の六を削る。

　　第十条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「以下第四項まで」を「以下この項から第四項まで」に改め、同条第十項中「第十条

の七第三項から第五項まで」を「第十条の六第三項から第五項まで」に改め、同条第

十四項第二号中「第十条の七第十一項」を「第十条の六第十一項」に改め、同条を第

十条の六とする。

　　第十一条第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項の表の第一号中「百分の十

六」の下に「（当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、

百分の十二）」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同

表の第四号中「とする」を「とし、当該機械その他の設備については百分の十とす

る」に改め、同号を同表の第三号とする。

　　第十一条の二第一項中「百分の十」を「百分の九」に改める。

　　第十一条の三第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年六月三十日」に、

「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。

　　第十一条の四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に改める。

　　第十一条の五第一項の表の第一号中「当該設備であつて」の下に「、電気信号の伝

送を超高速かつ広帯域で行うものとして政令で定めるものについては百分の六と

し、」を加え、「又は変換」を「若しくは変換」に改め、「著しいもの」の下に「又



は電気信号の伝送の経路を制御するための機能を有するもの」を加え、「、百分の十

二」を「百分の十二とする。」に改め、同表の第三号中「平成十四年三月三十一日」

を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改める。

　　第十一条の六第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に改める。

　　第十一条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同項に次の一号を加える。

　　三　再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）第二条第六項に規定

する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政

令で定めるもの　百分の十四

　　第十一条の八第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に、「百分の二十二」を「百分の二十」に改める。

　　第十二条の見出しを「（特定地域における工業用機械等の特別償却）」に改め、同

条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改め、

同号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を同表の

第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「沖縄振興開発特別

措置法（昭和四十六年法律第百三十一号）第十一条第一項」を「沖縄振興特別措置法

第三十五条第一項」に、「工業等開発地区」を「産業高度化地域」に改め、「機械及

び装置」の下に「、器具及び備品（財務省令で定めるものに限る。）」を加え、同号

を同表の第五号とし、同表の第七号中「沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項」

を「沖縄振興特別措置法第四十一条第一項」に、「第二十三条の二第一項」を「第四

十二条第一項」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号中「沖縄振興開発特

別措置法第二条第二項」を「沖縄振興特別措置法第三条第三号」に改め、同号を同表

の第七号とする。

　　第十三条第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改

める。

　　第十三条の二の見出しを「（経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の

機械等の割増償却）」に改め、同条第一項中「（当該機械設備等が第一号に定める漁

船である場合には、百分の十六）」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第

一号とし、同項に次の一号を加える。

　　二　当該個人が、適用年の十二月三十一日において平成十四年四月一日から平成十

九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経

営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当

し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営

基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合　機械及び



装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備

　　第十三条の二第二項中「又は認定」を削る。

　　第十三条の三第一項中「第三号」の下に「又は第四号」を加え、「とし、第四号に

定める資産である場合には百分の十四」を削り、同項第三号及び第四号中「平成十四

年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

　　第十三条の三の次に次の一条を加える。

　　（漁業経営改善計画を実施する個人の漁船の割増償却）

　第十三条の四　青色申告書を提出する個人で、漁業再建整備特別措置法等の一部を改

正する法律（平成十四年法律第七十三号）の施行の日から平成十六年三月三十一日

までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和五十一年法律第

四十三号）第四条第一項の認定を受けた漁業者であるものが、供用期間内の日の属

する各年の十二月三十一日（当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全

部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、

若しくは廃止した日。以下この項において同じ。）において当該認定に係る同条第

一項に規定する改善計画（以下この項において「認定改善計画」という。）に従つ

て漁業経営の改善のための措置を実施している場合（これに準ずる場合として政令

で定める場合を含む。）には、その年の十二月三十一日において当該個人の有する

漁船のうちその年又はその年の前年以前四年内の各年において当該認定改善計画に

従つて取得し、又は建造して当該個人の漁業の用に供されたもの（取得してその用

に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたこ

とのないものに限る。）の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経

費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該漁船に

ついて同項の規定により計算した償却費の額とその百分の十四に相当する金額との

合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該

漁船の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはでき

ない。

　２　前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同

日以後五年を経過する日までの期間でその用に供している期間をいう。

　３　第十二条の三第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける漁船の償却費の額を

計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあ

るのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本

文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、第

十三条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三

条の四第一項」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。

　４　第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十二条の三

第二項の規定を適用する場合について準用する。



　　第十四条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「百分の百三十二」を「百分の百三十」に、「百分の百四十四」を「百分の百四十」

に改め、同項第二号ロ（１）中「第八条第一項第三号の高度利用地区」を「第十二条

の四第一項第一号の地区計画の区域」に改める。

　　第十四条の二第一項中「百分の百十二」を「百分の百十」に改め、同条第二項第四

号中「認定建築物（政令」を「計画に係る同法第二条に規定する特定建築物のうち政

令で定める要件を満たすもの（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令」

に改める。

　　第十五条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。

　　第十八条第一項第二号中「第四条第一項」の下に「（沖縄振興特別措置法第六十六

条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加え、「同法第二条第三

項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改め、「第四条第三項」の下に

「（沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加え、「同法第二条第二項」を「中小企業経営革新支援法第二条第二項」

に、「又は同法」を「若しくは沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等

又は中小企業経営革新支援法」に、「同法第十三条第二項」を「沖縄振興特別措置法

第六十六条の規定により読み替えて適用される場合及び中小企業経営革新支援法第十

三条第二項」に改め、同項第六号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

　　第十九条第一号中「から第十条の五まで又は第十条の七」を削る。

　　第二十条の二第一項の表の第一号中「百分の十三」を「百分の十」に、「百分の二

十三」を「百分の二十」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「百分の九」を「百

分の七」に改め、同表の第二号中「相当する金額」の下に「（当該計算した金額が政

令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の八に相当する金額

と当該超える部分の金額の百分の六に相当する金額との合計額）」を加える。

　　第二十条の三第一項中「平成十四年」を「平成十六年」に改める。

　　第二十条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に改める。

　　第二章第二節第二款中第二十条の六の次に次の一条を加える。

　　（日本国際博覧会出展準備金）

　第二十条の七　国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際

博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加

契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成十四年から平成十七年までの各

年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において、その出展により生ずる政令

で定める費用又は損失（以下この項及び次項において「出展費用等」という。）に

充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額に



その年において事業を営んでいた期間（当該出展参加契約を締結した日（その日が

平成十四年七月一日前である場合には、同日）前の期間及び平成十七年三月二十五

日以後の期間を除く。）の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の

金額を日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、

当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

　２　前項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、出展費

用等の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場

合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額（そ

の日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入される

べきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条にお

いて同じ。）のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の

事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

　３　第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場

合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、そ

の該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に

算入する。

　　一　第一項の出展をしないこととなつた場合　その出展をしないこととなつた日に

おける日本国際博覧会出展準備金の金額

　　二　平成十八年三月二十四日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている

場合　その日における日本国際博覧会出展準備金の金額

　　三　事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合　その譲渡し、又は廃止した日におけ

る日本国際博覧会出展準備金の金額

　　四　前項、前三号及び次項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の

金額を取り崩した場合　その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の

金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

　４　第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の

承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場

合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出を

した日（その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年であ

る場合には、そのやめた年の十二月三十一日）における日本国際博覧会出展準備金

の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業

所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該日本国際

博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

　５　第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これ

を一月とする。

　６　第二十条の二第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。



　７　第二十条の二第六項から第八項までの規定は、第一項の日本国際博覧会出展準備

金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の日本国際博覧会出

展準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第

六項中「、青色申告書」とあるのは「青色申告書」と、「又は青色申告書の承認申

請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提

出した者でないとき又はその年十二月三十一日までに第二十条の七第一項に規定す

る二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第

七項中「相続人が」とあるのは「相続人が、」と、「、青色申告書」とあるのは

「青色申告書」と、「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるの

は「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日ま

でに第二十条の七第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締

結した者であるとき」と読み替えるものとする。

　　第二十六条第二項第一号中「（昭和二十四年法律第二百八十三号）」を削る。

　　第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成十四年十二月三十一日」を「平成

十六年十二月三十一日」に改める。

　　第二十九条の二の見出しを「（特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による

株式の取得に係る経済的利益の非課税等）」に改め、同条第一項中「商法（明治三十

二年法律第四十八号）」を「商法（明治三十二年法律第四十八号）第二百八十条ノ二

十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百二十八号）第

一条の規定による改正前の商法（以下この項において「旧商法」という。）」に、

「「旧商法」」を「「平成十三年旧商法」」に、「第二百八十条ノ十九第二項に規定

する」を「第二百八十条ノ二十一第一項に規定する新株予約権（政令で定めるものに

限る。以下この項において「新株予約権」という。）若しくは旧商法第二百八十条ノ

十九第二項に規定する」に改め、「及び第五項」を削り、「）又は旧商法」を「）又

は平成十三年旧商法」に改め、「あつた株式会社」の下に「又は当該株式会社がその

発行済株式（議決権のあるものに限る。）若しくは出資の総数の百分の五十を超える

数の株式（議決権のあるものに限る。）若しくは出資を直接若しくは間接に保有する

関係その他の政令で定める関係にある法人」を加え、「。以下この項及び次項」を「。

以下この項、次項及び第五項」に、「新株引受権又は株式譲渡請求権（当該新株引受

権又は株式譲渡請求権」を「新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権（当

該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」に、「特定新株引受権等」を

「特定新株予約権等」に、「千万円を超える」を「千二百万円を超える」に改め、同

項第一号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「から二年以内

はできない」を「後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日まで

の間に行わなければならない」に改め、同項第二号中「新株引受権」を「新株予約権

若しくは新株引受権」に、「千万円」を「千二百万円」に改め、同項第三号中「新株



引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に改め、同項第五号中「新株引受権」

を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「発行」を「発行若しくは移転」に改め、

同号を同項第六号とし、同項第四号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引

受権」に、「株式の」を「株式の移転若しくは」に、「第二百八十条ノ十九第二項又

は旧商法」を「第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二

項又は平成十三年旧商法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一

号を加える。

　　四　当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。

　　第二十九条の二第二項中「特定新株引受権等」を「特定新株予約権等」に改め、同

条第四項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改め、同条第五項中「取締役若し

くは使用人である個人又は当該個人の相続人」を「取締役等又は権利承継相続人」に、

「新株引受権又は株式譲渡請求権」を「特定新株予約権等」に改め、同条第六項中

「第一項第五号」を「第一項第六号」に改め、同条第七項中「規定の特例」の下に「、

特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例」を加える。

　　第三十条の二第一項中「第十一条第五項の規定、同法第十八条の二第三項の規定そ

の他の政令で定める規定」を「第十一条第四項（同法第十二条第三項において準用す

る場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成八年法律第四十七号）第

十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用す

る場合を含む。）の規定」に改め、「又は第十八条第一項」を削り、「同法第十八条

の二第一項又は第十八条の四第一項に規定する特定森林施業計画（政令で定めるもの

を除く。）及び同法第十八条の三第一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林

施業計画を含むものとし、同法第十六条（同法第十八条第二項の規定により適用され

る場合又は同法第十八条の三第三項若しくは第十八条の四第五項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。第五項において同じ。）又は第十八条の三第四項の規定

その他政令で定める規定」を「同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業

を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定

供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定」に改め、同条第五項中「第十八

条の三第四項の規定その他政令で定める規定」を「木材の安定供給の確保に関する特

別措置法第十条第三項の規定」に改め、同条第八項中「第五項に規定する森林施業計

画の同項の」を「森林施業計画につき第五項に規定する」に改める。

　　第三十一条第一項第二号中「四千万円を超え八千万円以下である」を「四千万円を

超える」に改め、同項第三号を削る。

　　第三十一条の二第二項第三号及び第四号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定め

る土地等の譲渡」を加え、同項第十二号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、

同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、

同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項



第十一号とし、同項第九号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、

同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前号」

を「前二号」に、「第九号から第十二号まで」を「第十号から第十三号まで」に改め、

同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号又は第九号から第十二号まで」を「前

号、第八号又は第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四

号の次に次の一号を加える。

　　五　マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）第

十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求又は同法第五十六条第一項の申出

に基づく同法第二条第四号に規定するマンション建替事業の同条第五号に規定す

る施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供さ

れるもの

　　第三十一条の二第三項中「前項第七号から第十二号まで」を「前項第八号から第十

三号まで」に改め、同条第五項中「第二項第七号から第十号まで」を「第二項第八号

から第十一号まで」に、「同項第十一号若しくは第十二号」を「同項第十二号若しく

は第十三号」に、「第二項第七号から第十二号まで」を「第二項第八号から第十三号

まで」に改め、同条第七項中「第二項第七号から第十二号まで」を「第二項第八号か

ら第十三号まで」に改める。

　　第三十三条第一項第一号中「場合」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を

除く。）」を加え、同項第二号、第三号の二及び第六号中「取得するとき」の下に

「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加え、同項第六号の二中「場

合」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加え、同条第二項中

「こえる」を「超える」に、「見込」を「見込み」に改め、同条第三項第一号中「該

当するとき」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加え、同項

第二号中「取りこわし」を「取壊し」に改め、「取得するとき」の下に「（政令で定

める場合に該当する場合を除く。）」を加える。

　　第三十三条の三に次の三項を加える。

　４　個人が、その有する資産（政令で定めるものに限る。以下この項において同

じ。）につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に規定する

マンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換に

より同条第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当

該施行再建マンションに係る敷地利用権（同条第十三号に規定する敷地利用権をい

う。）を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所

得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該

権利変換により譲渡した資産（次項において「変換前資産」という。）の譲渡がな

かつたものとみなす。

　５　前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権



利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定める

ところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲

渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若し

くは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若し

くは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する

権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの

円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額

の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該

金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第

二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三

条若しくは第三十五条の規定を適用する。

　６　前項の規定の適用がある場合における第三十一条第一項（同条第二項の規定によ

り適用される場合を含む。）の規定の特例については、政令で定める。

　　第三十三条の四第三項中「掲げる資産」を「定める資産」に改め、同項第一号中

「取りこわし」を「取壊し」に、「土地収用法」を「、土地収用法第十五条の七第一

項の規定による仲裁の申請（同日以前にされたものに限る。）に基づき同法第十五条

の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法」に改める。

　　第三十三条の六第一項中「権利又は」を「権利、」に、「権利の取得」を「権利又

はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再

建マンションの区分所有権（政令で定めるものに限る。）の取得」に、「掲げる金

額」を「定める金額」に改め、同条第二項中「第三十三条の三第二項」の下に「若し

くは第四項」を加える。

　　第三十四条の二第二項第二号中「又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合」

を「若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合」に改

め、同項第十三条中「場合（」の下に「第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条

の二第一項第一号に掲げる場合又は」を加え、同項第二十五号を同項第二十六号とし、

同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項

第二十二号の次に次の一号を加える。

　　二十三　土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に

規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法

の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金（当該個人（同条第一号に

掲げる者に限る。）がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をし

たと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われ

るものに限る。）を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは

第六十四条第一項の請求（当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場

合として政令で定める場合にされたものに限る。）により買い取られたとき。



　　第三十四条の二第三項中「又は第十七号から第二十号まで」を「、第十七号から第

二十号まで又は第二十三号」に改める。

　　第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十五号」を「前条第二

項第二十六号」に改め、同項第三号中「第二十五号」を「第二十六号」に改め、同項

第四号中「第七号において同じ。」を削り、同項第七号を削り、同項第八号を同項第

七号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

　　第三十七条第一項の表の第九号中「低開発地域工業開発促進法」の下に「（昭和三

十六年法律第二百十六号）」を加える。

　　第三十七条の九の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十

一日」に改める。

　　第三十七条の十第二項中「この項、第六項及び次条」の下に「から第三十七条の十

一の四まで」を加え、同条第三項第一号中「及び新株引受権」を「、新株の引受権及

び新株予約権」に改め、同項第三号中「転換社債」を「新株予約権付社債」に、「を

含む。）及び新株引受権付社債（」を「及び」に改める。

　　第三十七条の十一第一項中「限る。以下この条、次条」を「限る。以下この条から

第三十七条の十一の四まで」に、「含む。以下この条、次条」を「含む。以下この条

から第三十七条の十一の五まで」に改める。

　　第三十七条の十一の二の次に次の三条を加える。

　　（特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例）

　第三十七条の十一の三　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定口座

（その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。次項におい

て同じ。）に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等

（以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等｣

という。）の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保

管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当

該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等（第三十七条の十第三項に規定す

る株式等をいう。次項において同じ。）の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の

金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

　２　証券取引法第百六十一条の二第一項の規定による信用取引（以下この条及び次条

において「信用取引」という。）を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居

住者が、上場株式等信用取引契約に基づき上場株式等の信用取引を特定口座におい

て処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した

信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等

の譲渡（当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取

引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を

買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信



用取引に係る上場株式等の譲渡」という。）による事業所得の金額又は雑所得の金

額と当該信用取引に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金

額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

　３　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

　　一　特定口座　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、第一項又は前項

の規定の適用を受けるため、証券業者の営業所（国内にあるものに限る。以下こ

の条及び次条において同じ。）に、政令で定めるところにより、その口座の名称、

当該証券業者の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口

座に保管の委託がされている上場株式等及びその口座において処理された信用取

引に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の

金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定

める事項を記載した届出書（以下この条において「特定口座開設届出書」とい

う。）を提出して、当該証券業者との間で締結した上場株式等保管委託契約又は

上場株式等信用取引契約に基づき設定された上場株式等の保管の委託又は上場株

式等の信用取引に係る口座（当該口座においてこれらの契約に基づく取引以外の

取引に関する事項を扱わないものに限る。）をいう。

　　二　上場株式等保管委託契約　第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又

は国内に恒久的施設を有する非居住者が証券業者と締結した上場株式等の保管の

委託に係る契約（信用取引に係るものを除く。）で、その契約書において、上場

株式等の保管の委託は当該保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定（当

該契約に基づき当該口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委

託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。）に

おいて行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設

を有する非居住者の次に掲げる上場株式等（政令で定めるものを除く。）のみを

受け入れること、当該特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等

の譲渡は当該証券業者への売委託による方法、当該証券業者に対してする方法そ

の他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められている

ものをいう。

　　　イ　特定口座開設届出書の提出後に、当該証券業者への買付けの委託（当該買付

けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。）により取得をした上場株式等又は

当該証券業者から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座を受け

入れるもの

　　　ロ　当該証券業者以外の証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者の特定口座（ロにおいて「他の特定口座」という。）か

ら、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場



株式等の全部又は一部の移管がされる場合（当該特定口座内保管上場株式等の

一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株

式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口

座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。）の当該移管がされる上場株式等

　　　ハ　イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

　　三　上場株式等信用取引契約　前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は

国内に恒久的施設を有する非居住者が証券業者と締結した上場株式等の信用取引

に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引は当該信用取引に係

る口座に設けられた特定信用取引勘定（当該契約に基づき当該口座において処理

される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取

引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。）において処理すること、当

該特定信用取引勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式

等の信用取引に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定め

られているものをいう。

　４　特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する

非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の証券業

者の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏

名、生年月日及び住所（国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場

所）を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

　５　証券業者の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び

住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該証券業者に既に特定口座を開設

している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定

口座開設届出書については、これを受理することができない。

　６　前項に定めるもののほか、証券業者が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関す

る事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事

項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめ

ようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適

用に関し必要な事項は、政令で定める。

　７　証券業者は、その年において当該証券業者に開設されていた特定口座がある場合

には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に

恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処

理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に

要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定

める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日（年の中途で

上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引契約の解約による特定口座の廃止

その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月



末日）までに、一通を当該証券業者の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所

轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住

者に交付しなければならない。

　８　特定口座を開設する証券業者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承

認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事

項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体（以下この項にお

いて「磁気テープ等」という。）の提出をもつて前項の税務署長に提出すべき報告

書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十項並びに第四十二

条の三の規定の適用については、当該磁気テープ等は、前項の税務署長に提出すべ

き報告書とみなす。

　９　前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る

所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　10　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査に

ついて必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその

者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類（そ

の作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を

含む。第四十一条の十二第二十三項、第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三

第一項第五号において同じ。）その他の物件を検査することができる。

　11　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする

場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを

提示しなければならない。

　12　第十項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。

　　（特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例）

　第三十七条の十一の四　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内に

おいてその営業所に開設されている特定口座（前条第三項第一号に規定する特定口

座をいう。以下この条及び次条において同じ。）に係る特定口座内保管上場株式等

の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引の決済

（当該信用取引に係る株式等（第三十七条の十第三項に規定する株式等をいう。）

の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条及び次条において「差金決

済」という。）に係る差益に相当する金額の支払をする証券業者は、当該居住者又

は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最

初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口



座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済を行う時

のうちいずれか早い時までに、当該証券業者の当該特定口座を開設する営業所にこ

の項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類（第三項

及び次条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。）の提出があつた場合

において、その年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲

渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済によ

り特定口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係

る差益に相当する金額の支払をする際、当該特定口座内調整所得金額に百分の十五

の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十

日までに、これを国に納付しなければならない。

　２　前項に規定する特定口座内調整所得金額とは、証券業者の営業所に開設されてい

る居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座に係る特定口座内保管

上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係

る差金決済（以下この項において「対象譲渡等」という。）が行われた場合におい

て、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座に係る第一

号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときにおける当該超える部分の金額

をいう。

　　一　イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零を下回る場

合には、零）

　　　イ　その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等

の譲渡に係る譲渡収入金額（特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額

として政令で定める金額をいう。次号イ及び次項第二号において同じ。）の総

額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額（その

譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要し

た費用の金額として政令で定める金額をいう。次号イ及び同項第二号において

同じ。）の総額を控除した金額

　　　ロ　その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引

に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額（次号ロ及び

次項第二号において「差益金額」という。）の総額から当該対象譲渡等の時の

以前に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差損の金額

として政令で定める金額（次号ロ及び同項第二号において「差損金額」とい

う。）の総額を控除した金額

　　二　イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零を下回る場

合には、零）

　　　イ　その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の

譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等



に係る取得費等の金額の総額を控除した金額

　　　ロ　その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引に

係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行わ

れた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除

した金額

　３　居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から特定口座源泉徴収選択届出書

の提出がされた特定口座を開設している証券業者は、第一項の規定によりその月に

おいて当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口

座において処理された上場株式等の信用取引の差金決済に係る差益に相当する金額

から徴収した所得税がある場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有す

る非居住者のその月の末日における当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二

号に掲げる金額を超えるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住

者に対し、当該超える部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所

得税を還付しなければならない。

　　一　その月において生じた前項に規定する特定口座内調整所得金額の合計額

　　二　イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

　　　イ　（１）に掲げる金額と（２）に掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零

を下回る場合には、零）

　　　　（１）　その月の属する年の一月一日からその月の末日までの間にした特定口

座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特

定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額

　　　　（２）　その月の属する年の一月一日からその月の末日までの間に行われた上

場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該差

金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額

　　　ロ　（１）に掲げる金額と（２）に掲げる金額とを合計した金額（当該金額が零

を下回る場合には、零）

　　　　（１）　その月の属する年の一月一日からその月の前月の末日までの間にした

特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡を

した特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額

　　　　（２）　その月の属する年の一月一日からその月の前月の末日までの間に行わ

れた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益金額の総額から

当該差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額

　４　第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十

五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収

法の規定を適用する。

　５　前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合



における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　（確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得）

　第三十七条の十一の五　その年分の所得税に係る前条第一項の規定の適用につき特定

口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座（以下この項において「選択口座」と

いう。）を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該選択口座

につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三

十七条の十第一項（第三十七条の十一第一項又は第二項の規定により適用される場

合を含む。）に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二

の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条

第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）に規定する給与所得及

び退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額（当該各号に掲げる金額

が同一の選択口座に係るものである場合には、当該選択口座については、第一号に

掲げる金額及び第二号に掲げる金額）を除外したところにより、同法第百二十条か

ら第百二十七条まで（これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含

む。）及び第三十七条の十二の二第五項（第三十七条の十三第七項において準用す

る場合を含む。）において準用する同法第百二十三条第一項（同法第百六十六条に

おいて準用する場合を含む。）の規定を適用することができる。

　　一　その年中にした選択口座（その者が選択口座を二以上有する場合には、それぞ

れの選択口座。次号において同じ。）に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡に

つき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保

管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並

びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

　　二　その年中に選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三

第二項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算

された当該信用取引に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の

金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

　２　前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得

税について国税通則法第二十五条の規定による決定（当該決定に係る同法第二十四

条又は第二十六条の規定による更正を含む。）をする場合におけるこれらの規定の

適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には

含まれないものとする。

　３　前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

　　第三十七条の十四の二第一項中「政令で定めるものをいう」を「政令で定めるもの

をいうものとし、その譲渡が、第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉



徴収選択届出書の提出がされている同項に規定する特定口座（以下この項において

「選択口座」という。）に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲

渡に該当するもの及び選択口座において同項に規定する差金決済の処理が行われた同

項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡に該当するものを除く」に改める。

　　第三十七条の十五第一項第一号中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約

権付社債」に改め、同項第三号中「この項及び次項」を「この条」に、「次号及び次

項」を「以下この条」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

　　第三十七条の十六第一項に次の一号を加える。

　　四　国内において割引の方法により発行される社債（これに類するもので政令で定

めるものを含む。）で第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けないものを譲

渡したことによる所得として政令で定めるもの（前号に掲げるものを除く。）

　　第三十七条の十六第二項中「前項各号」を「前項第一号から第三号まで」に改め、

「公社債」の下に「又は同項第四号に規定する社債」を加える。

　　第四十条の二中「平成十四年十二月三十一日」を「平成十九年十二月三十一日」に

改める。

　　第四十条の四第四項中「その他」を「その他の」に改める。

　　第四十一条の八の見出しを「（オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰す

るものとして交付される金品等の非課税）」に改め、同条に次の一項を加える。

　２　国立ハンセン病療養所等（ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に

関する法律（平成十三年法律第六十三号）第二条に規定する国立ハンセン病療養所

等をいう。）を退所した者に対して同法第十一条に規定する福祉の増進の措置とし

て国から支給されるもので財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。

　　第四十一条の十二第一項中「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「東京湾

横断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第三条第一項に

規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債

及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推

進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するも

の（次項及び第三項において「特定割引債」という。）」に改め、同条第二項中「割

引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「特定割引債」に改め、同条第三項中「発

行者」の下に「（これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項

において同じ。）」を加え、「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「特定割

引債」に改め、同条第七項中「で次に掲げるもの（これらに類するものとして政令で

定めるものを含む。）」を「（政令で定めるものに限る。）で次に掲げるもの以外の

もの」に改め、同項各号を次のように改める。

　　一　外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項（同法第四条において準

用する場合を含む。）の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨



債（同法第四条に規定する外貨債を含む。）

　　二　特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち

政令で定めるもの

　　三　短期社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第二項に

規定する短期社債等で、当該短期社債等の発行の日から償還の日までの期間を通

じて同法第四十六条第一項の加入者（個人以外のものに限る。）が同法の振替口

座簿の記録により所有することとされているもの

　　第四十一条の十二第九項中「第五条の二第四項第五号」を「第五条の二第五項第五

号」に改め、同条第十二項中「第五条の二第四項第八号」を「第五条の二第五項第八

号」に、「第五条の二第四項第五号」を「第五条の二第五項第五号」に改め、同条第

十八項中「第五条の二第八項」を「第五条の二第九項」に改め、同条第二十三項中

「（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を

含む。第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第四号において同じ。）」

を削る。

　　第四十一条の十三中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改める。

　　第四十二条の二中「第四十二条の二」を「第四十二条の二の二」に改め、同条を第

四十二条の二の二とし、第四十二条の次に次の一条を加える。

　　（外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例）

　第四十二条の二　外国金融機関等が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一

日までの間において開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の

基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの

（政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」とい

う。）につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、そ

の支払を受ける利子（以下この条において「特定利子」という。）については、所

得税を課さない。

　　一　第五条の二第五項第六号に規定する一括登録がされている国債

　　二　外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券

　　三　外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの（前号に掲げるもの

を除く。）

　２　前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等（第四項第一号イに掲げ

る外国法人に限る。）が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、

適用しない。

　　一　当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第一項に規定する国外



支配株主等に該当する外国法人（所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国

以外の締約国の法人を除く。）

　　二　居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規

定する特定外国子会社等に該当する外国法人（前号に掲げる外国法人を除く。）

　　三　外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この号にお

いて「本店所在地国」という。）において当該特定利子について外国法人税（法

人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同

じ。）が課されないこととされている場合（当該特定利子が本店所在地国以外の

国又は地域に所在する営業所又は事務所（第四項及び第七項において「営業所

等」という。）において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域に

おいて当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。）における当該

外国法人（前二号に掲げる外国法人を除く。）

　３　第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、

その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

　４　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

　　一　外国金融機関等　次に掲げる外国法人をいう。

　　　イ　外国の法令に準拠して当該国において銀行業、証券業又は保険業を営む外国

法人

　　　ロ　外国の中央銀行

　　　ハ　国際間の取極に基づき設立された国際機関

　　二　特定金融機関等　次に掲げる法人をいう。

　　　イ　第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する証券業者等で金

融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律（平成十年法律第百八

号）第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人（国内に営業所等を有

するものに限る。）

　　　ロ　日本銀行

　５　第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところに

より、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、

その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地（国内に恒久的施設を有する外国

法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。）その他の財

務省令で定める事項を記載した申告書（以下この条において「非課税適用申告書」

という。）を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払

をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規

定による納税地（同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指

定をされた納税地）の所轄税務署長に提出しなければならない。



　６　前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出された

ときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出が

あつたものとみなす。

　７　非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由

する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記簿の抄本その

他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の

営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる

事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。

　８　非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出し

た後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、そ

の者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由

した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更を

した後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定め

る事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署

長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたと

きは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特

定利子については、第一項の規定は、適用しない。

　９　第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機

関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中

「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申

告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当

該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。

　10　特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券

現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券

現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は

記録しなければならない。

　11　非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項ま

での規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第四十二条の三の見出しを「（特定短期国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出

等に係る罰則）」に改め、同条第一項第二号中「第四十一条の十二第十九項」を「第

三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第四十一条の十二第十九項」に改め、

「これらの調書」の下に「若しくは報告書」を加え、同項第四号中「第四十一条の十

二第二十三項」を「第三十七条の十一の三第十項、第四十一条の十二第二十三項」に

改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第四十一条の十二第二十三項」を「第

三十七条の十一の三第十項、第四十一条の十二第二十三項」に改め、同号を同項第四

号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。



　　三　第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をその交付の期限までに同項に

規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せず、又は当

該報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居

住者に交付した者

　　第四十二条の三第三項中「第四十一条の十二第十九項」を「第三十七条の十一の三

第七項に規定する報告書、第四十一条の十二条第十九項」に改める。

　　第四十二条の三の二第一項中「第十条の六、第十条の七第三項から第五項まで」を

「第十条の六第三項から第五項まで」に改める。

　　第四十二条の四第一項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を

削り、「第四十二条の九から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第

四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九、第四十二条の十第

二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第

六項」に改め、同条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一

日」に改める。

　　第四十二条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に、「、第三号又は第五号」を「又は第三号」に改め、「（同号に掲げる減価償

却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合に

は、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却

資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）」を削り、同項

第五号を削り、同条第二項中「、次条第二項から第四項まで及び第六項」を削り、

「第四十二条の九から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第四項ま

で及び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九、第四十二条の十第二項か

ら第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」

に改める。

　　第四十二条の六を次のように改める。

　第四十二条の六　削除

　　第四十二条の七第二項中「、前条第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「第

四十二条の十第五項、第四十二条の十一、第四十二条の十二第二項から第四項まで及

び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の十第二項から第四項まで及び第六

項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第三項中

「第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三

項」に改め、同条第六項中「前条第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四

十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め

る。

　　第四十二条の八第二項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を

削り、「次条から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第四項まで及



び第六項並びに第六十八条の二」を「次条、第四十二条の十第二項から第四項まで及

び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第

三項中「第四十二条の十第二項又は第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十第

三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第六項中「第四十二条の六第六

項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条

の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改める。

　　第四十二条の九の見出しを「（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場

合の法人税額の特別控除）」に改め、同条第一項中「沖縄振興開発特別措置法の一部

を改正する法律（平成十年法律第二十一号）の施行の日から平成十四年三月三十一日

までの間」を「平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間のうち政

令で定める期間内」に改め、「減価償却資産（」の下に「同表の他の号の規定の適用

を受けるものを除く。」を加え、「を取得し、又は」を「でその製作若しくは建設の

後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を」に改め、「、

第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「次条、第四十二条の十

一、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を

「次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項ま

で及び第六項」に改め、同項の表を次のように改める。

地 区 事 業 資 産 割 合
一　沖縄振興特別
措置法第八条に
規定する同意観
光振興計画にお
いて同法第六条
第三項第一号に
規定する観光振
興地域として定
められている地
区

同法第十六条第一
項に規定する特定
民間観光関連施設
の設置又は運営に
関する事業

当該特定民間観光
関連施設に含まれ
る機械及び装置、
建物及びその附属
設備並びに構築物
のうち、政令で定
めるもの

百分の十五（建物
及びその附属設備
並びに構築物につ
いては、百分の
八）

二　沖縄振興特別
措置法第三十一
条第一項に規定
する同意情報通
信産業振興計画
において同法第
二十八条第三項
第一号に規定す
る情報通信産業
振興地域として
定められている
地区

電気通信業その他
政令で定める事業

機械及び装置、器
具及び備品（財務
省令で定めるもの
に限る。）、政令
で定める建物及び
その附属設備並び
に政令で定める構
築物

百分の十五（建物
及びその附属設備
並びに構築物につ
いては、百分の
八）

三　沖縄振興特別
措置法第三十五

製造の事業その他
政令で定める事業

機械及び装置、器
具及び備品（財務

百分の十五（建物
及びその附属設備



条第一項の規定
により産業高度
化地域として指
定された地区

省令で定めるもの
に限る。）並びに
工場用の建物その
他政令で定める建
物及びその附属設
備

については、百分
の八）

四　沖縄振興特別
措置法第四十一
条第一項の規定
により自由貿易
地域として指定
された地区及び
同法第四十二条
第一項の規定に
より特別自由貿
易地域として指
定された地区

製造の事業その他
政令で定める事業

機械及び装置並び
に工場用の建物そ
の他政令で定める
建物及びその附属
設備

百分の十五（建物
及びその附属設備
については、百分
の八）

五　沖縄振興特別
措置法第五十五
条第一項の規定
により金融業務
特別地区として
指定された地区

同法第三条第十二
号に規定する金融
業務に係る事業

機械及び装置、器
具及び備品（財務
省令で定めるもの
に限る。）並びに
政令で定める建物
及びその附属設備

百分の十五（建物
及びその附属設備
については、百分
の八）

　　第四十二条の九第六項中「自由貿易地域等」を「沖縄の特定地域」に改める。

　　第四十二条の十の見出しを「（沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した

場合等の特別償却又は法人税額の特別控除）」に改め、同条第一項を次のように改め

る。

　　　青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替

えて適用される中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画

に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する経営革新のための事業を行う同

条に規定する特定中小企業者（中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げ

る者を除く。）に該当するもの（以下この条において「特定中小企業者」とい

う。）が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間（次項及び

第三項において「指定期間」という。）内に、その製作若しくは建設の後事業の用

に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品

（財務省令で定めるものに限る。）並びに建物及びその附属設備（以下この条にお

いて「経営革新設備等」という。）で政令で定める規模のもの（第三項までにおい

て「特定経営革新設備等」という。）を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、

若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業

の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同

じ。）には、その事業の用に供した日を含む事業年度（解散（合併による解散を除



く。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において

「供用年度」という。）の当該特定経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第三

十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の普通償却

限度額と特別償却限度額（当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の三十四（建

物及びその附属設備については、百分の二十）に相当する金額をいう。）との合計

額とする。

　　第四十二条の十第十項中「第五項の」を「第六項の」に、「第四十二条の十第五

項」を「第四十二条の十第六項」に、「事業化設備等」を「経営革新設備」に改め、

同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項から第三項まで」を「第二項から第

四項まで」に、「第四十二条の十」を「第四十二条の十第二項から第四項まで」に、

「特別中小企業者等が事業化設備等」を「特定中小企業者が経営革新設備等」に、

「同条」を「同条第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第

八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一

項及び第二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項

中「事業化設備等」を「第三項に規定する経営革新設備」に、「第三項」を「第四

項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

　８　第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細

書の添付がある場合に限り、適用する。

　　第四十二条の十第五項中「第二項に」を「第三項に」に、「事業化設備等」を「経

営革新設備」に、「特定事業」を「事業」に改め、「第四十二条の六第六項、」を削

り、「第四十二条の十二第六項」を「次条第六項」に、「第二項又は第三項」を「第

三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二

項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十

二条の七第一項若しくは同項に係る第五十二条の三第一項の規定又は第四十二条の七

第二項から第四項までの規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「特定事業」を

「事業」に、「事業化設備等」を「経営革新設備等」に、「第一項又は」を「第二項

又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特別中小企業者等」を「特定

中小企業者」に改め、「又は建設」を削り、「事業化設備等を」を「経営革新設備

（経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項におい

て同じ。）を」に、「地域内にある」を「地域内において」に、「特定事業の」を

「事業の」に、「第四十二条の十二第三項」を「次条第三項」に、「事業化設備等

（」を「経営革新設備（」に、「百分の十五（当該事業化設備等が建物及びその附属

設備である場合には、百分の八）に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の十五

に相当する金額」に、「第四項」を「第五項」に、「特定事業化設備等」を「特定経

営革新設備等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

　２　特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供され



たことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若

しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の

用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき前項の規定の適用を受け

ないときは、供用年度の所得に対する法人税の額（この項から第四項まで及び第六

項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の七第二項か

ら第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、前条

並びに次条第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条から第七十

条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二

条第四号に規定する附帯税の額を除く。第四項までにおいて同じ。）からその事業

の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五（建物及びその附属

設備については、百分の八）に相当する金額の合計額（以下この項及び第五項にお

いて「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該特定中小

企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度

の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除

を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

　　第四十二条の十一を削る。

　　第四十二条の十二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改め、同条第二項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を

削り、「第四十二条の九から前条まで並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九並

びに前条第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第六項中「第四十二条の六

第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項」を「前条第六項」に改め、同条第十一

項中「第四十二条の十二第二項から第四項まで」を「第四十二条の十一第二項から第

四項まで」に改め、同条第十二項中「第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十

一第六項」に改め、同条を第四十二条の十一とする。

　　第四十三条第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項の表の第一号中「百分の

十六」の下に「（当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物について

は、百分の十二）」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、

同表の第四号中「とする」を「とし、当該機械その他の設備については百分の十とす

る」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とする。

　　第四十四条第一項中「百分の十」を「百分の九」に改める。

　　第四十四条の三を次のように改める。

　第四十四条の三　削除

　　第四十四条の四第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年六月三十日」

に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。

　　第四十四条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改める。



　　第四十四条の六第一項の表の第二号中「当該設備であつて」の下に「、電気信号の

伝送を超高速かつ広帯域で行うものとして政令で定めるものについては百分の六と

し、」を加え、「又は変換」を「若しくは変換」に改め、「著しいもの」の下に「又

は電気信号の伝送の経路を制御するための機能を有するもの」を加え、「、百分の十

二」を「百分の十二とする。」に改め、同表の第四号中「百分の六」を「百分の五」

に改め、同表の第六号中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」

に、「百分の二十」を「百分の十五」に改める。

　　第四十四条の七第一項中「第八号から第十一号まで」を「第六号から第九号まで」

に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「第八号の」を

「第六号の」に改め、同項の表の第一号中「第五号において同じ。」を削り、同表の

第五号及び第六号を削り、同表の第七号を同表の第五号とし、同表の第八号中「以下

第十二号まで」を「第十号まで」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第九号中

「以下第十二号まで」を「第十号まで」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第

十号から第十二号までを二号ずつ繰り上げる。

　　第四十四条の八を次のように改める。

　第四十四条の八　削除

　　第四十四条の九第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同項に次の一号を加える。

　　三　再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同

条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの　百分の十四

　　第四十四条の十第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に、「百分の二十二」を「百分の二十」に改める。

　　第四十五条の見出しを「（特定地域における工業用機械等の特別償却）」に改め、

同条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改め、

同号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を同表の

第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「沖縄振興開発特別

措置法第十一条第一項」を「沖縄振興特別措置法第三十五条第一項」に、「工業等開

発地区」を「産業高度化地域」に改め、「機械及び装置」の下に「、器具及び備品

（財務省令で定めるものに限る。）」を加え、同号を同表の第五号とし、同表の第七

号中「沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項」を「沖縄振興特別措置法第四十一

条第一項」に、「第二十三条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同号を同

表の第六号とし、同表の第八号中「沖縄振興開発特別措置法第二条第二項」を「沖縄

振興特別措置法第三条第三号」に改め、同号を同表の第七号とする。

　　第四十六条の見出しを「（経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機

械等の割増償却）」に改め、同条第一項中「（当該資産が第一号に定める漁船である



場合には、百分の十六）」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、

同項に次の一号を加える。

　　二　当該法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九

年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営

基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者（中小企

業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。）に該当し、かつ、当

該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業

種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政

令で定める場合　機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及

びその附属設備

　　第四十六条第二項中「同項第一号に規定する認定又は同項第二号」を「同項各号」

に改める。

　　第四十六条の二第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改める。

　　第四十六条の三第一項中「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、

第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」を「第二号又は第三号に定

める資産である場合には、百分の十二」に改め、同項第二号及び第三号中「平成十四

年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

　　第四十六条の三の次に次の一条を加える。

　　（漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却）

　第四十六条の四　青色申告書を提出する法人で、漁業再建整備特別措置法等の一部を

改正する法律（平成十四年法律第七十三号）の施行の日から平成十六年三月三十一

日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定

を受けた漁業者であるもの（当該認定が政令で定める認定である場合には、政令で

定める法人を含む。）が、供用期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該

認定に係る同項に規定する改善計画（以下この項において「認定改善計画」とい

う。）に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合（これに準ずる場

合として政令で定める場合を含む。）には、当該事業年度終了の日において当該法

人の有する漁船のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前四年以内に開始し

た各事業年度において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該法人の

漁業の用に供されたもの（取得してその用に供されたものにあつては、その取得の

時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。）に係る当該事業

年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定（第五十二条の

二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。）にかかわらず、当該漁船

の普通償却限度額（第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又

は第四項に規定する政令で定める金額）と特別償却限度額（当該普通償却限度額の



百分の十四に相当する金額をいう。）との合計額（第五十二条の二の規定の適用を

受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する

合併等特別償却不足額を加算した金額）とする。

　２　前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同

日以後五年を経過する日までの期間でその用に供している期間をいう。

　３　第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

　　第四十七条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「百分の三十二」を「百分の三十」に、「百分の四十四」を「百分の四十」に改め、

同項第二号ロ（１）中「第八条第一項第三号の高度利用地区」を「第十二条の四第一

項第一号の地区計画の区域」に改める。

　　第四十七条の二第一項中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同条第三項第四号

中「認定建築物（政令」を「計画に係る同法第二条に規定する特定建築物のうち政令

で定める要件を満たすもの（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令」に

改める。

　　第四十八条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「百分の十六」を「百分の十二」に改める。

　　第五十条第一項中「第十一条第五項の規定、同法第十八条の二第三項の規定その他

の政令で定める規定」を「第十一条第四項（同法第十二条第三項において準用する場

合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替え

て適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の規定」に改め、

「又は第十八条第一項」を削り、「同法第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項

に規定する特定森林施業計画（政令で定めるものを除く。）及び同法第十八条の三第

一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林施業計画を含むものとし、同法第十

六条（同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第三項

若しくは第十八条の四第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）又は

第十八条の三第四項の規定その他政令で定める規定」を「同条第四項第二号ロに規定

する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同

法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定」に改

める。

　　第五十二条第一項第二号中「第四条第一項」の下に「（沖縄振興特別措置法第六十

六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加え、「同法第二条第三

項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改め、「第四条第三項」の下に

「（沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加え、「同法第二条第二項」を「中小企業経営革新支援法第二条第二項」

に、「又は同法」を「若しくは沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等

又は中小企業経営革新支援法」に、「同法第十三条第二項」を「沖縄振興特別措置法



第六十六条の規定により読み替えて適用される場合及び中小企業経営革新支援法第十

三条第二項」に改め、同項第六号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

　　第五十二条の二第一項中「、第四十二条の六第一項」を削り、「第四十二条の十二

第一項又は第四十三条」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四

十三条から第四十四条の二まで、第四十四条の四から第四十四条の七まで又は第四十

四条の九」に改める。

　　第五十三条第一項第一号中「又は第四十二条の十」を削り、同項第二号中「から第

四十二条の八まで又は第四十二条の十二」を「、第四十二条の七、第四十二条の八、

第四十二条の十から第四十四条の二まで、第四十四条の四から第四十四条の七まで又

は第四十四条の九」に改める。

　　第五十五条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改め、同条第二十五項中「次条第一項若しくは第五項又は」を削り、「第二項若しく

は」を「第二項又は」に改める。

　　第五十五条の二から第五十五条の四までを次のように改める。

　第五十五条の二から第五十五条の四まで　削除

　　第五十五条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改め、同条第五項を次のように改める。

　５　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に

金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載が

あり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付

がある場合に限り、適用する。

　　第五十五条の六第七項中「第五十五条の四第五項」を「前条第五項」に改める。

　　第五十五条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改め、同条第五項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に

改める。

　　第五十六条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改め、同条第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、

同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

　　第五十六条の三を削る。

　　第五十六条の二第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改め、同条第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に

改め、同条第九項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の三第一項」に改め、

同条を第五十六条の三とする。

　　第五十六条の次に次の一条を加える。

　　（新幹線鉄道大規模改修準備金）

　第五十六条の二　青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年



法律第七十一号）第十六条第一項に規定する指定所有営業主体（以下この条におい

て「指定所有営業主体」という。）であるものが、適用事業年度において、同項の

規定による承認を受けた同項に規定する引当金積立計画（同項の規定による変更の

承認を受けたときは、その変更後のもの。以下この条において「承認積立計画」と

いう。）に係る同法第十五条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設（第九項

において「新幹線鉄道に係る鉄道施設」という。）の大規模改修（同条第二項に規

定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。）の実施に要する費用の支出

に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方

法（確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含

む。）により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立て

た金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

　　一　当該承認積立計画に従つて全国新幹線鉄道整備法第十七条第一項の規定により

積み立てるべき金額の総額として政令で定める金額（次号及び第三項において

「累積限度額」という。）に当該承認積立計画に記載された同法第十六条第一項

第二号の積立期間（以下この条において「積立期間」という。）に含まれる当該

事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額

　　二　当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前事業

年度から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金

額（その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入され

るべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項若しくは第四項の

規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した

金額。以下この条において同じ。）を控除した金額

　２　前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を

含む各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併（適

格合併を除く。）又は分割型分割（適格分割型分割を除く。）により全国新幹線鉄

道整備法第十五条第一項の指定に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道に係る鉄道

事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業（以下この条において「新幹線鉄道

に係る鉄道事業」という。）の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割

の日の前日を含む事業年度を除く。）をいう。

　３　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了

の日における当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が当該承

認積立計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の

所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

　４　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人の当該承認積立計画

に記載された積立期間の末日を含む事業年度（以下この項において「最後の適用事

業年度」という。）後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越され



た新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修

準備金の金額については、当該最後の適用事業年度の翌事業年度開始の日における

新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十

（当該承認積立計画に係る工事予定期間（全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の

規定により大規模改修に係る期間として当該承認積立計画に記載された期間をいう。

次項第五号において同じ。）の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期

間の月数）で除して計算した金額（当該計算した金額が前事業年度から繰り越され

た新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額）

に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

　５　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる

場合（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により新幹線鉄道に係

る鉄道事業の全部を移転する場合を除く。）に該当することとなつた場合には、当

該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年

度（第三号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業

年度）の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

　　一　新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合　その廃止の日における新幹線鉄道

大規模改修準備金の金額

　　二　当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合　その完了した日における

新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

　　三　全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係

る鉄道事業の全部を移転した場合　次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定

める金額

　　　イ　合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄

道事業の全部を移転した場合　その合併又は分割型分割の直前における新幹線

鉄道大規模改修準備金の金額

　　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日

における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

　　四　全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施

計画の認定を取り消された場合　その取り消された日における新幹線鉄道大規模

改修準備金の金額

　　五　工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規

模改修に着手しない場合　同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

　　六　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における新

幹線鉄道大規模改修準備金の金額

　　七　前二項、前各号及び次項の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備

金の金額を取り崩した場合　その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準



備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

　６　第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出

の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした

場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出

をした日（その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終

了の日後である場合には、同日）における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、

政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後

二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、

益金の額に算入する。この場合においては、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金

額については、前三項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適

用しない。

　７　第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたと

きは、これを一月とする。

　８　第五十五条の五第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

　９　青色申告書を提出する法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記

載された積立期間内の日を含む各事業年度（清算中の各事業年度を除く。）におい

て、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物

出資法人又は被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場

合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実

施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格

事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により

計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金

として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計

算上、損金の額に算入する。

　10　前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事

後設立の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務

省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。

　11　第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準

備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道

事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中

「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、「同項」とあ

るのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第四項中」

と読み替えるものとする。

　12　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格分

割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、



その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承

継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受

けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日

において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。

　13　第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準

備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る

鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四

項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四項」と、同条

第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、

「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の

二第四項中」と読み替えるものとする。

　14　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格現

物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場

合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、

当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法

人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人が

その適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

とみなす。

　15　第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準

備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道

に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条

第十八項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四項」と、

同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、

「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の

二第四項中」と読み替えるものとする。

　16　第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格事

後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場

合には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、

当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法

人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人が

その適格事後設立の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額

とみなす。

　17　第五十五条第二十二項から第二十四項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改

修準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線

鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、

同条第二十二項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四



項」と、同条第二十四項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第

四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは

「第五十六条の二第四項中」と読み替えるものとする。

　18　全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされた法

人の新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む事業年度における第

一項第一号に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

　　第五十六条の四第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に

改める。

　　第五十七条第一項の表の第一号中「百分の十三」を「百分の十」に、「百分の二十

三」を「百分の二十」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「百分の九」を「百分

の七」に改め、同表の第二号中「相当する金額」の下に「（当該計算した金額が政令

で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の八に相当する金額と

当該超える部分の金額の百分の六に相当する金額との合計額）」を加え、同条第六項

中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。

　　第五十七条の二を次のように改める。

　　（日本国際博覧会出展準備金）

　第五十七条の二　国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国

際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参

加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、平成十四年七月一日から平成十七

年三月二十四日までの期間内の日を含む各事業年度（解散の日を含む事業年度及び

清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。）において、

その出展により生ずる政令で定める費用又は損失（以下この項及び次項において

「出展費用等」という。）の支出又は補てんに充てるため、当該出展費用等の額

（合併（適格合併を除く。）及び分割型分割（適格分割型分割を除く。）により当

該博覧会への出展をしないこととなつた場合における当該出展費用等の額を除

く。）として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度（当該出展参

加契約を締結した日（その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日）前の

期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。）の月数を乗じてこれを三十

三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法（確定した決算において利益

又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により日本国際博

覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをし

た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

　２　前項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、

出展費用等の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が

ある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金



額（その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入さ

れるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条

において同じ。）のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事

業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

　３　第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場

合（適格合併又は適格分割型分割により同項の出展をしないこととなつた場合を除

く。）に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、

その該当することとなつた日を含む事業年度（第二号に掲げる場合にあつては、合

併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度）の所得の金額の計算上、益金の額に

算入する。

　　一　第一項の出展をしないこととなつた場合（次号に該当する場合を除く。）　そ

の出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額

　　二　合併又は分割型分割により第一項の出展をしないこととなつた場合　その合併

又は分割型分割の直前の日本国際博覧会出展準備金の金額

　　三　平成十八年三月二十四日を含む事業年度終了の日において日本国際博覧会出展

準備金を積み立てている場合　その終了の日における日本国際博覧会出展準備金

の金額

　　四　解散した場合（合併により解散した場合を除く。）　その解散の日における日

本国際博覧会出展準備金の金額

　　五　前項、前各号及び次項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の

金額を取り崩した場合　その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の

金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

　４　第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の

承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場

合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出を

した日（その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了

の日後である場合には、同日）における日本国際博覧会出展準備金の金額は、政令

で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年

を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金

の額に算入する。この場合においては、当該日本国際博覧会出展準備金の金額につ

いては、前二項、第七項及び第八項の規定は、適用しない。

　５　第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これ

を一月とする。

　６　第五十五条の五第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

　７　第五十五条第十項及び第十一項の規定は、第一項の日本国際博覧会出展準備金を

積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。



この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事

業年度終了の日までに第五十七条の二第一項に規定する二千五年日本国際博覧会へ

の出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

　８　第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が適格分割型分割によ

り同項の出展をしないこととなつた場合（当該適格分割型分割に係る分割承継法人

が当該日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人がしないこととなつた当該

出展をすることとなつた場合に限る。）には、その適格分割型分割直前における当

該日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。

この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた日本国際博覧会出展準備金

の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の日本

国際博覧会出展準備金の金額とみなす。

　９　第五十五条第十五項の規定は、前項の分割承継法人がその適格分割型分割の日を

含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて

準用する。この場合において、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは、「者

又は当該事業年度終了の日までに第五十七条の二第一項に規定する二千五年日本国

際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

　10　第七項の適格合併に係る合併法人又は第八項の適格分割型分割に係る分割承継法

人の当該適格合併又は当該適格分割型分割の日を含む事業年度における第一項に規

定する適用年度の月数その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

　　第五十七条の三第六項及び第五十七条の四第七項中「第五十五条の四第五項」を

「第五十五条の五第五項」に改める。

　　第五十七条の五第十一項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」

に改め、同条に次の一項を加える。

　18　第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項まで

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第五十七条の六第四項中「のうち政令で定める金額」を削り、同条第七項中「第五

十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

　17　第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規

定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第五十七条の七第十項、第五十七条の八第八項及び第五十八条の二第七項中「第五

十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。

　　第三章第三節の三の節名を次のように改める。

　　　　　第三節の三　沖縄の認定法人の課税の特例

　　第五十九条の見出しを「（沖縄の認定法人の所得の特別控除）」に改め、同条第一

項を次のように改める。



　　　青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上

欄に掲げる法人に該当するもの（当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日（同

表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定め

る日）以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる

事務所を有するものに限る。）が、当該各事業年度（当該内国法人の設立の日から

同日以後十年を経過する日までの期間（当該内国法人が合併により設立された法人

である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間）内

に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の九の規定又は第四十五条若しく

は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける

事業年度を除く。）において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げ

る事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百

分の三十五に相当する金額（同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の

中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として

政令で定める費用の額の百分の二十に相当する金額を限度とする。）は、当該事業

年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法 人 地 区 事 業
一　沖縄振興特別措置法
第三十条第一項の規定
による認定を同法第二
十八条第七項の同意の
日から平成十九年三月
三十一日までの間に受
けた法人

同法第三十一条第一項に
規定する同意情報通信産
業振興計画において同法
第二十八条第三項第二号
に規定する情報通信産業
特別地区として定められ
ている地区

同法第三十条第一項に規
定する特定情報通信事業

二　沖縄振興特別措置法
第四十四条第一項の規
定による認定を同法第
四十二条第一項の規定
による指定の日から平
成十九年三月三十一日
までの間に受けた法人

同項の規定により特別自
由貿易地域として指定さ
れた地区（同条第四項又
は第五項の規定により変
更があつたときは、その
変更後の地区）

同法第四十四条第一項に
規定する製造業、倉庫業
又はこん包業

三　沖縄振興特別措置法
第五十六条第一項の規
定による認定を同法第
五十五条第一項の規定
による指定の日から平
成十九年三月三十一日
までの間に受けた法人

同項の規定により金融業
務特別地区として指定さ
れた地区（同条第四項又
は第五項の規定により変
更があつたときは、その
変更後の地区）

同法第五十六条第一項に
規定する金融業務に係る
事業

　　第五十九条に次の一項を加える。

　５　第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定す

る同意又は指定の日その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第六十一条の二第五項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に



改める。

　　第六十一条の四第一項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には」

を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額（資本又は出資を有しない法

人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額）が五千万円以下である法

人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、

同項各号を次のように改める。

　　一　当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で

除して計算した金額（次号において「定額控除限度額」という。）に達するまで

の金額の百分の二十に相当する金額

　　二　当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金

額

　　第六十二条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改め、「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の

十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め、同条第

六項第二号中「から第四十二条の十二まで」を「、第四十二条の五及び第四十二条の

七から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の六第二項」を削り、「、第

四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二

条の十二第二項中「並びに第六十八条の二」を「及び第四十二条の九第一項中「並び

に第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に、「、「、第六十二条第一

項並びに第六十八条の二」とする」を「「、第四十二条の十一第二項から第四項まで

及び第六項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二

項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項

並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項から第

四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第

六十二条第一項」とする」に改める。

　　第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第

五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六

項」に改め、同条第四項第三号及び第四号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定め

る土地等の譲渡」を加え、同項第十二号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、

同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、

同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項

第十一号とし、同項第九号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、

同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前号」

を「前二号」に、「第九号から第十二号まで」を「第十号から第十三号まで」に改め、

同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号又は第九号から第十二号まで」を「前

号、第八号又は第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四



号の次に次の一号を加える。

　　五　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四

条第一項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づく同法第二条第四号に規

定するマンション建替事業の同条第五号に規定する施行者に対する土地等の譲渡

で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの

　　第六十二条の三第五項中「前項第七号から第十二号まで」を「前項第八号から第十

三号まで」に改め、同条第七項中「第四項第七号から第十号まで」を「第四項第八号

から第十一号まで」に、「同項第十一号若しくは第十二号」を「同項第十二号若しく

は第十三号」に、「同項第七号から第十二号まで」を「同項第八号から第十三号ま

で」に改め、同条第八項中「第四項第七号から第十二号まで」を「第四項第八号から

第十三号まで」に改め、「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五

項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六

項」に改め、同条第十一項第二号中「から第四十二条の十二まで」を「、第四十二条

の五及び第四十二条の七から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の六第

二項」を削り、「、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十

一第一項及び第四十二条の十二第二項中「並びに第六十八条の二」を「及び第四十二

条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に、「、

「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」を「「、第四十二条の十一第二

項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中

「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四

項まで及び第六項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前

条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び

第六項並びに第六十二条の三」とする」に改める。

　　第六十三条第一項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、

第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に

改め、同条第五項中「第六十二条の三並びに」を「並びに第六十二条の三」に、「第

六十三条並びに」を「並びに第六十三条」に改める。

　　第六十四条第一項第一号中「場合」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を

除く。）」を加え、同項第二号、第三号の二及び第六号中「取得するとき」の下に

「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加え、同項第六号の二中「場

合」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加え、同条第二項第

一号中「該当するとき」の下に「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を

加え、同項第二号中「取りこわし」を「取壊し」に改め、「取得するとき」の下に

「（政令で定める場合に該当する場合を除く。）」を加える。

　　第六十五条第一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項に次の一号を加える。

　　六　資産（政令で定めるものに限る。）につきマンションの建替えの円滑化等に関



する法律第二条第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、

当該資産に係る同法の権利変換により同条第七号に規定する施行再建マンション

に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権（同

条第十三号に規定する敷地利用権をいう。）を取得するとき。

　　第六十五条第九項中「前二項」を「第四項、第六項及び前項」に、「第一項」を

「第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産

（同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。）の価額と同号に規定する施行再建

マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の

同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項」に、「又は第六項」を「、第

五項、第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「又は第六

項」を「又は第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項及び第七項を削り、

同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

　８　第一項第六号の規定の適用を受けた場合において、同号の施行再建マンションに

関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得

したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等

による譲渡があつたものとみなして同項、第二項及び第四項から第六項までの規定

を適用する。

　　第六十五条第四項の次に次の二項を加える。

　５　法人（その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場

合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。）が換地処分等のあつた

日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（その

日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」

という。）を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開

始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を

当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に

移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に

相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に

相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

　６　前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日

以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載

した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

　　第六十五条の二第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中

「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「掲げる資産」を「定める資

産」に改め、同項第一号中「取りこわし」を「取壊し」に、「土地収用法」を「、土

地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請（同日以前にされたものに限

る。）に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法」



に改め、同条第七項中「第六項」を「第五項」に改める。

　　第六十五条の四第一項第二号中「又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合」を

「若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合」に改め、同

項第十三号中「場合（」の下に「第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項

第一号に掲げる場合又は」を加え、同項第二十五号を同項第二十六号とし、同項第二

十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二

号の次に次の一号を加える。

　　二十三　土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に

規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法

の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金（当該法人（同条第一号に

掲げる者に限る。）がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をし

たと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われ

るものに限る。）を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは

第六十四条第一項の請求（当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場

合として政令で定める場合にされたものに限る。）により買い取られたとき。

　　第六十五条の四第二項及び第三項中「又は第十七号から第二十号まで」を「、第十

七号から第二十号まで又は第二十三号」に改める。

　　第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十五号」を「前条第一

項第二十六号」に改め、同項第三号中「第二十五号」を「第二十六号」に改める。

　　第六十五条の七第一項の表の第十二号中「取得をされるもの」の下に「（政令で定

めるものを除く。）」を加え、同条第十五項第一号イ中「、第四号及び第五号」を

「及び第四号から第六号まで」に、「第六十五条第五項」を「第六十五条第七項若し

くは第八項」に改める。

　　第六十五条の九中「第五号」を「第六号」に改める。

　　第六十五条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一

日」に改める。

　　第六十六条の四第十六項第二号中「掲げる更正決定」を「規定する事実に基づいて

する法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書

（同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申

告書」という。）の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号

に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出」に、

「当該法人税」を「これらの法人税」に、「国税通則法」を「同法」に改める。

　　第六十六条の六第四項中「その他」を「その他の」に改める。

　　第六十六条の十第一項第二号中「組合等又は同法」を「組合等若しくは沖縄振興特

別措置法第六十六条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法」に、「第四

条第三項の承認に係る同条第一項」を「第四条第三項（沖縄振興特別措置法第六十六



条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の承認に係る中小企業経営革新

支援法第四条第一項（沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）」に、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条

第三項」に改める。

　　第六十六条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改める。

　　第六十六条の十四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改め、「第五条第二項」の下に「（沖縄振興特別措置法第六十六条の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）」を加え、「同法第二条第三項」を「中小企

業経営革新支援法第二条第三項」に、「で同法第九条第五項」を「又は沖縄振興特別

措置法第六十六条に規定する特定中小企業者（中小企業経営革新支援法第二条第一項

第六号に掲げる者を除く。）で中小企業経営革新支援法第九条第五項（沖縄振興特別

措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に、「同法

の」を「中小企業経営革新支援法の」に改める。

　　第六十七条の五を次のように改める。

　第六十七条の五　削除

　　第六十七条の六第一項中「第三号において「特定株式投資信託」という」を「同法

第九条第一項第三号（配当控除の特例）に規定する外国株価指数連動型特定株式投資

信託を除く」に、「（特定株式投資信託」を「（租税特別措置法第三条の二に規定す

る特定株式投資信託」に改める。

　　第六十七条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改める。

　　第六十七条の十四第一項第一号ロ（１）中「特定社債券を」を「特定社債券（同条

第八項に規定する特定短期社債につき発行をした債券を除く。）を」に改め、同条第

三項の表第六十一条の四第一項の項中「当該法人」を「である法人」に改める。

　　第六十七条の十五第四項の表第六十一条の四第一項の項中「当該法人」を「である

法人」に改める。

　　第六十八条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に

改め、同条に次の一項を加える。

　４　法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定す

る外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十

一日までの間において開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定す

る特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子（同項の規定により所

得税が課されないものに限る。）については、法人税を課さない。ただし、当該特

定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内

において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。



　　第六十八条の二を次のように改める。

　第六十八条の二　削除

　　第六十八条の三の二の見出しを「（中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不

適用等）」に改め、同条第一項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、「平成

十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加え

る。

　　三　中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する

中小企業者に該当する同族会社で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各

事業年度の試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合とし

て政令で定める割合が百分の三を超えるもの　当該事業年度（平成十四年四月一

日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。）

　　第六十八条の三の二第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条

第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改

め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

　２　青色申告書を提出する同族会社（当該事業年度終了の時における資本又は出資の

金額が一億円以下のものに限る。）の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十

一日までの間に開始する各事業年度における法人税法第六十七条の規定の適用につ

いては、同条第一項中「合計額を加算した金額」とあるのは、「合計額の百分の九

十五に相当する金額を加算した金額」とする。

　　第六十八条の三の三第四項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合に

は」を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額（資本又は出資を有しな

い法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額）が五千万円以下であ

る法人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に

改め、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改

める。

　　第六十八条の三の四第四項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合に

は」を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額（資本又は出資を有しな

い法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額）が五千万円以下であ

る法人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に

改め、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改

める。

　　第六十八条の三の五第十五項第二号中「掲げる更正決定」を「規定する事実に基づ

いてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告

書（同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税

申告書」という。）の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前

号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出」に、



「当該法人税」を「これらの法人税」に、「国税通則法」を「同法」に改める。

　　第六十九条の四第一項中「この条」を「この項及び第三項」に、「定めるもの（以

下この項及び次項」を「定めるもの（以下この条」に改め、同条第四項中「宅地等に

は」を「特例対象宅地等については、」に、「分割されていない宅地等が」を「分割

されていない特例対象宅地等が」に、「当該宅地等」を「当該特例対象宅地等」に改

め、「分割された場合」の下に「（当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条

第一項の規定の適用を受けている場合を除く。）」を加え、同条第五項を次のように

改める。

　５　相続税法第三十二条の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特

例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定

める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。

　　第六十九条の四第七項中「並びに」を「及び」に改め、「明細書及び」を削り、同

条に次の一項を加える。

　８　第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

　　第六十九条の四の次に次の一条を加える。

　　（特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例）

　第六十九条の五　特定事業用資産相続人等が、相続又は遺贈により取得した特定事業

用資産でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択を

したもの（以下この項において「選択特定事業用資産」という。）について、当該

相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条、第二十九条又は

第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限（当該特定事業用資産相続人等が

当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」

という。）まで引き続き当該選択特定事業用資産のすべてを有している場合その他

これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続

税の課税価格に算入すべき価額は、当該選択特定事業用資産の価額に次の各号に掲

げる選択特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額

とする。

　　一　特定同族会社株式等である選択特定事業用資産　百分の九十

　　二　特定森林施業計画対象山林である選択特定事業用資産　百分の九十五

　２　この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

　　一　特定株式　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた株式に

係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

　　　イ　当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第二条第十四項に規定す



る証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令

で定める要件を満たしていること。

　　　ロ　当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第七十五条第一項に規定

する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要

件として財務省令で定める要件を満たしていること。

　　二　特定出資　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた有限会

社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。

　　三　特定同族会社株式等　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有して

いた次に掲げるすべての要件を満たす特定株式又は特定出資（政令で定めるもの

に限る。ロにおいて同じ。）のうち当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行

済株式の総数又は出資金額の三分の一に達するまでの部分をいう。

　　　イ　当該相続開始の直前に、被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当

該被相続人の親族が有していた特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が

当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分

の一以上であること。

　　　ロ　次に掲げる金額の合計額が十億円未満であること。

　　　　（１）　当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定株式に係る法人の発

行済株式の総数に当該相続開始の時における当該特定株式の一株当たりの時

価を乗じて得た金額の合計額

　　　　（２）　当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定出資に係る法人の出

資の総口数に当該相続開始の時における当該特定出資の一口当たりの時価を

乗じて得た金額の合計額

　　四　特定森林施業計画対象山林　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に

有していた立木又は土地等（土地又は土地の上に存する権利をいう。）のうち当

該相続開始の前に森林法第十一条第四項（同法第十二条第三項において準用する

場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読

み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。）の規

定による市町村の長（同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者）の認定（次号及び第六号にお

いて「市町村長等の認定」という。）を受けた同法第十一条第一項に規定する森

林施業計画（同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するた

めのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確

保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除

く。次号及び第六号において「森林施業計画」という。）が定められていた区域

内に存するもの（森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号

に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。）をいう。



　　五　特定事業用資産相続人等　相続又は遺贈により特定事業用資産を取得した個人

でイ及びロに掲げる要件又はハ及びニに掲げる要件を満たすものをいう。

　　　イ　当該個人が当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該

相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。

　　　ロ　当該個人が申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の

役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

　　　ハ　当該個人が当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林

を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。

　　　ニ　当該個人が当該相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対

象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つて

いること。

　　六　特定事業用資産　次のイ又はロに掲げるものをいう。

　　　イ　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた特定同族会社株

式等のうちその価額が三億円以下の部分

　　　ロ　被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定

（特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第十

七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。）に係る森林

施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区

域内に存するもの（森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第

二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。）

　３　第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申

告書の提出期限（以下この項において「申告期限」という。）までに共同相続人又

は包括受遺者によつて分割されていない特定事業用資産については、適用しない。

ただし、その分割されていない特定事業用資産が申告期限から三年以内（当該期間

が経過するまでの間に当該特定事業用資産が分割されなかつたことにつき、当該相

続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情

がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受

けたときは、当該特定事業用資産の分割ができることとなつた日として政令で定め

る日の翌日から四月以内）に分割された場合（当該相続又は遺贈により財産を取得

した者が特定森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けた場合にお

いて当該相続又は遺贈に係る特定同族会社株式等が分割されたときを除く。）には、

その分割された当該特定事業用資産については、この限りでない。

　４　第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定同族会社株式等について同

項の規定の適用を受ける場合には、当該相続又は遺贈に係る特定森林施業計画対象

山林については、同項の規定は適用しない。

　５　第一項の規定は、同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規



定の適用を受ける場合には、適用しない。

　６　相続税法第三十二条の規定は、第三項ただし書の場合その他既に分割された当該

特定事業用資産について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で

定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で

定める。

　７　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係

る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書（これらの申告書に係る

国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法

第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項及び第九項において「相続税の

申告書」という。）に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規

定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限

り、適用する。

　８　第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、前項の規定にかかわらず、特定

森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする者の相続税の

申告書の提出期限から二月以内に第二項第五号ニに規定する森林施業計画に基づき

施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場

合には、適用しない。

　９　税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなか

つた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合

においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない

事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前二項の財務省令で定める書

類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

　10　第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項

は、政令で定める。

　　第七十条の三第二項第二号中「（これに準ずる場合として政令で定める場合を含

む。）」を「その他の政令で定める場合」に、「又は」を「及び」に改め、「となる

金額」の下に「その他の政令で定める金額」を加え、「（政令で定める場合にあつて

は、同項の規定に準じて計算した金額として政令で定める金額を控除した金額）」を

削り、同項第四号ロ中「翌年三月十五日」を「十二月三十一日」に改め、同条第七項

中「第三項及び第五項」を「第一項から第五項まで」に改める。

　　第七十条の四第五項中「適用を受ける受贈者が」の下に「農業者年金基金法（昭和

四十五年法律第七十八号）の規定に基づく特例付加年金（」を、「経営移譲年金」の

下に「を含む。）」を加える。

　　第七十条の六第一項中「農地等を除く」を「ものを除く」に改める。

　　第七十条の八第一項中「第三十条の二第一項に規定する森林施業計画」を「第六十

九条の五第二項第四号に規定する森林施業計画」に、「同項に」を「同号に」に、



「十分の三」を「十分の二」に、「第三十条の二第一項に規定する特定森林施業計画

が定められている」を「森林法第五条第二項第四号の三に規定する公益的機能別施業

森林の区域のうち財務省令で定める」に改め、「に係る森林計画立木部分の税額」の

下に「（以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。）」を加え、

「において、同法」を「において、相続税法」に、「当該特定森林施業計画に係るも

の」を「当該特定森林計画立木部分の税額」に改め、同条第二項中「十分の三」を

「十分の二」に改め、同条第三項中「十分の三」を「十分の二」に、「年三パーセン

ト」を「年一・二パーセント」に改め、同条第八項中「十分の三」を「十分の二」に

改め、同条に次の一項を加える。

　９　第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に

関し必要な事項は、政令で定める。

　　第七十五条を次のように改める。

　　（マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税）

　第七十五条　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第五号に規定する施

行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷

地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利

を有する者が、同法の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に、同法第二

条第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記につい

ては、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録

免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあ

つては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられるこ

ととなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再

建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第四十五条

第二項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で

定めるものについては、この限りでない。

　　一　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利

変換手続開始の登記

　　二　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同

法第十五条第一項又は第六十四条第一項の規定により取得する同法第二条第六号

に規定する施行マンションの同条第八号に規定する区分所有権又は同条第十三号

に規定する敷地利用権の取得の登記

　　三　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利

変換後の土地に関する権利（同法第十七条に規定する参加組合員が取得するもの

を除く。）について必要な登記

　　四　マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行

再建マンションに関する権利（同法第十七条に規定する参加組合員が取得するも



のを除く。）について必要な登記

　　第七十六条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、

「国から次の表の各号の上欄に掲げる」を「農地法第三十六条の規定により国から」

に、「に関する当該各号の中欄に掲げる事項について」を「の所有権の移転の」に、

「これらの」を「その」に、「当該各号の下欄に掲げる割合」を「千分の二十五」に

改め、同項の表を削り、同条第二項及び第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平

成十六年三月三十一日」に改める。

　　第七十七条の二中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改

める。

　　第七十七条の四を削る。

　　第七十八条中「千分の一」を「千分の一・五」に改める。

　　第七十八条の二第一項中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の

再編及び強化に関する法律（以下この項」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組

合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（以下この項及び第三項」に、「第

二条第三項」を「第二条第一項第二号」に、「第二条第五項第一号」を「第二条第四

項第一号」に、「同条第二項に」を「同条第一項第一号に」に改め、同条第三項を次

のように改める。

　３　農林中央金庫が、水産業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第

七十五号）の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの期間（以下この項にお

いて「適用期間」という。）内に、再編強化法第二条第四項第四号に規定する特定

漁業協同組合等から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第

一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二十五条第一項に規定する全

部事業譲渡により不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合又は再編強化法

第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会若しくは同項第六号に規定

する信用水産加工業協同組合連合会が、適用期間内に同項第三号に規定する特定漁

業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合から水産業協同

組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十四条の

二第三項に規定する行政庁の認可を受けて同条第二項の規定により信用事業の全部

を譲り受けたことにより不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合には、こ

れらの不動産又は船舶に関する権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務

省令で定めるところによりこれらの取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登

録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該

各号に定める割合とする。

　　一　不動産の所有権の移転の登記　千分の六

　　二　不動産の地上権又は賃借権の移転の登記　千分の三

　　三　不動産の質権又は抵当権の移転の登記　千分の一



　　四　船舶の抵当権の移転の登記　千分の一

　　第七十八条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「平成十四年三月三十一

日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次

に次の一項を加える。

　４　漁業協同組合が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、

水産業協同組合法第九十一条の三第一項の規定により当該漁業協同組合を会員とす

る漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産

又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところ

により当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合

とする。

　　一　不動産の所有権の移転の登記　千分の六

　　二　不動産の地上権又は賃借権の移転の登記　千分の三

　　三　不動産の質権又は抵当権の移転の登記　千分の一

　　四　船舶の所有権の移転の登記　千分の四

　　五　船舶の抵当権の移転の登記　千分の一

　　第七十八条の三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一

日」に、「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

　　第七十九条第一項中「主として遠洋区域で」を削り、「昭和五十五年四月一日」を

「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第七十三号）の

施行の日」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「新

造する漁船（事業の用に供されたことのないもので政令で定める総トン数以上の」を

「建造し、又は取得する漁船（財務省令で定める」に、「漁業再建整備特別措置法第

五条第一項」を「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項」に、

「中小漁業構造改善計画」を「改善計画」に、「建造する」を「建造し、又は取得す

る」に改め、「保存」の下に「又は移転」を加え、「その」を「これらの」に、「千

分の三」を「所有権の保存の登記にあつては千分の三とし、所有権の移転の登記にあ

つては千分の十四」に改め、同条第二項中「新造する」を「建造する」に改め、同条

第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「新造す

る」を「建造する」に、「新造された」を「建造された」に、「千分の一」を「千分

の一・五」に改め、同条第四項中「新造」を「建造し、」に、「千分の一」を「千分

の一・五」に改める。

　　第八十条第一項中「昭和四十九年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を

「昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に改め、「、特定農産加

工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認（同法

の施行の日の翌日から平成十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。）若し



くは新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措

置法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定（同法の施行の日から平成

十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。）」及び「若しくは承認」を削る。

　　第八十一条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、

「場合」の下に「（平成十五年三月三十一日までに取得の申込みをした者が当該国立

病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合として厚生労働大臣が定める

場合に限る。）」を加える。

　　第八十三条を次のように改める。

　　（特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記の税

率の軽減）

　第八十三条　港湾法附則第二十七項の規定による貸付けに係る事業のうち補助相当事

業（国が事業に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされてい

る事業に相当する事業をいう。）に該当するもので政令で定めるもの（以下この条

において「特定の公共的建設事業」という。）を行う法人で政令で定めるものが、

平成五年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、当該特定の公共的建設

事業の用に供する土地（当該土地に当該特定の公共的建設事業により整備される施

設が国又は地方公共団体（同法の規定による港務局を含む。）に寄附されることを

条件として、当該土地に係る埋立てについて公有水面埋立法第二条第一項の免許が

されたものに限る。）の所有権の取得をした場合には、当該特定の公共的建設事業

の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の保存の

登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以

内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の四

とする。

　　第八十三条の二の見出しを「（民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移

転登記の税率の軽減）」に改め、同条中「平成六年四月一日から平成十四年三月三十

一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「につい

ては」を「に係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許

税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする」に改める。

　　第八十三条の三第一項を削り、同条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成

十六年三月三十一日」に改め、同項を同条とする。

　　第八十三条の四を次のように改める。

　　（中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記の税率の軽減）

　第八十三条の四　個人又は法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日

までの間に、次に掲げるすべての要件を満たす耐火建築物で政令で定めるもの（以

下この条において「中高層耐火建築物」という。）及び当該中高層耐火建築物の敷

地の用に供されている土地の権利（当該中高層耐火建築物と一体として取得をされ



るものに限る。）の取得をした場合には、当該中高層耐火建築物の所有権及び当該

中高層耐火建築物の敷地の用に供されている土地の所有権、地上権又は賃借権の移

転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一

年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有

権の移転の登記にあつては千分の二十五とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあ

つては千分の十二・五とする。

　　一　当該中高層耐火建築物の主たる用途が事務所、店舗その他の政令で定める用途

であること。

　　二　当該中高層耐火建築物の地上階数として政令で定めるものが五以上であること。

　　三　当該中高層耐火建築物の延べ面積として政令で定めるものが二千平方メートル

以上であること。

　　四　当該中高層耐火建築物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造その他の政令で定める

構造であること。

　　五　当該中高層耐火建築物が昭和五十六年六月一日以後に当該中高層耐火建築物の

建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証

の交付（同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。）を受けてい

ること又はこれに準ずる要件として政令で定めるものを満たすものであること。

　　六　当該中高層耐火建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合として政令で定める

ものが当該中高層耐火建築物の建築基準法の規定による容積率の最高限度の十分

の六以上であること。

　　第八十三条の五の見出しを「（防災街区整備権利移転等促進計画等に基づき土地を

取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減）」に改め、同条第一項を削り、同条

第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項と

する。

　　第八十三条の六第一項中「この項」を「この条」に、「平成十四年三月三十一日」

を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号

とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項を削る。

　　第八十四条中「規定する承継法人」の下に「（旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道

株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律第六十一号）附則第十

三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社

を含む。以下この条において同じ。）」を加え、「同法第十三条第一項第三号」を

「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に、

「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

　　第八十四条の二第一号中「（昭和四十五年法律第七十一号）」を削る。

　　第八十四条の三を次のように改める。

　第八十四条の三　削除



　　第八十五条第一項中「第八十七条の五」を「第八十七条の六」に改める。

　　第八十六条の三の見出しを「（入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非

課税）」に改め、同条中「製造たばこのうち、」を「酒類又は製造たばこのうち、第

八十七条の五第一項又は」に改める。

　　第八十七条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

　　第六章第二節中第八十七条の五を第八十七条の六とし、第八十七条の四の次に次の

一条を加える。

　　（入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例）

　第八十七条の五　保税地域から引き取られる酒類のうち、平成十五年三月三十一日ま

でに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるとこ

ろにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類（以下この条において「ウイスキ

ー等」という。）に係る酒税の税率は、酒税法第三章並びに第八十七条の二及び前

条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつ

き、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する

ウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各

号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出

たときは、この限りでない。

　　一　関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二二〇三・〇〇号に該当す

る酒類（関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。）

又は同表第二二〇六・〇〇号の二の（二）のＢの（ａ）に該当する酒類　二十万

円

　　二　関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の

（一）のＢに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類（同表第

二二類の注２に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの（二リットル

未満の容器入りにしたものを除く。）を除く。）　五十万円

　　三　関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六

〇号に該当する酒類　四十万円

　　四　関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類　三十万円

　２　前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには

適用しない。

　　第八十八条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一

日」に改める。

　　第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成十四年

三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

　　第九十条の八第一項中「この項」を「この項及び第九十条の九第一項」に、「平成

十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十



四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「次条第一項」を「第九十条

の九第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十四年三月三十一日」を「平成

十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「次条第七項」を「第九十条の九第七

項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

　　（沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の

特例）

　第九十条の八の二　前条の規定は、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日

までの間に、沖縄特定離島（宮古島、石垣島及び久米島をいう。次条第一項におい

て同じ。）と東京国際空港との間の路線（那覇空港を経由するものを除く。）を航

行する航空機（次条第三項及び第五項において「沖縄特定離島路線航空機」とい

う。）に積み込まれる航空機燃料について準用する。この場合において、前条中

「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」と読み替え

るものとする。

　　第九十条の九第一項中「沖縄振興開発特別措置法第二条第二項」を「沖縄振興特別

措置法第三条第三号」に改め、「間の路線」の下に「（沖縄特定離島と沖縄以外の本

邦の地域との間の路線を除く。）」を加え、同条第三項及び第五項中「沖縄路線航空

機」の下に「又は沖縄特定離島路線航空機」を加え、「前条第一項」を「第九十条の

八第一項（前条において準用する場合を含む。）」に改める。

　　第九十一条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一

日」に改める。

　　第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号

ニ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ及び第十二号ニ」に、「第六十二条の三第

四項第十号ハ及び第十一号ニ」を「第六十二条の三第四項第十一号ハ及び第十二号

ニ」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の

三第四項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ、第六十二条の三第四項

第十二号ニ」に改める。

　（所得税法の一部改正）

第二条　所得税法（昭和四十年法律第三十三号）の一部を次のように改正する。

　　第三条第一項中「老人等」を「障害者等」に改める。

　　第九条の二の見出しを「（障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税）」に改め、同

条第一項中「年齢六十五歳以上である者」を「身体障害者福祉法（昭和二十四年法律

第二百八十三号）第十五条第四項（身体障害者手帳の交付）の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者」に改め、「、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二

百八十三号）第十五条第四項（身体障害者手帳の交付）の規定により身体障害者手帳

の交付を受けている者」を削り、「老人等」を「障害者等」に改め、同条第二項中

「住民票の写し」を「前項の身体障害者手帳」に、「老人等」を「障害者等」に改め



る。

　　第十条の見出しを「（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）」に改め、同条

第一項及び第三項第一号中「老人等」を「障害者等」に改め、同条第五項中「住民票

の写し」を「身体障害者福祉法第十五条第四項（身体障害者手帳の交付）の規定によ

り交付を受けた身体障害者手帳」に、「老人等」を「障害者等」に改める。

　　第百六十一条第二号、第六号、第七号及び第九号中「行なう」を「行う」に改め、

同条第十二号中「を含む。）で政令で定めるもの」を「として政令で定めるものを含

む。）」に改める。

　　第二百二十四条の三第一項第二号中「又は銀行」を「、銀行又は登録金融機関（証

券取引法第六十五条の二第三項（登録金融機関）に規定する登録金融機関をいい、銀

行を除く。）」に改める。

　　第二百二十八条の次に次の二条を加える。

　　（新株予約権の行使に関する調書）

　第二百二十八条の二　個人又は法人に対し商法第二百八十条ノ二十一第一項（新株予

約権の有利発行の決議）の決議により同項に規定する新株予約権の発行（無償によ

るものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。）をした株式会社は、

当該発行をした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところ

により、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当

該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければ

ならない。

　　（支払調書等の提出の特例）

　第二百二十八条の三　第二百二十五条第一項（支払調書）、第二百二十六条第一項か

ら第三項まで（源泉徴収票）、第二百二十七条（信託に関する計算書）、第二百二

十八条第一項若しくは第二項（名義人受領の配当所得等の調書）又は前条の規定に

より提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書（以下この条に

おいて「調書等」という。）は、当該調書等を提出すべき者が、政令で定めるとこ

ろによりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該調書等に

記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項を記録した磁気テープその他

の財務省令で定める記録用の媒体（以下この条において「磁気テープ等」とい

う。）の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。この場合における

第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで、第二百二十七条、

第二百二十八条第一項及び第二項並びに前条の規定並びに第二百三十四条第一項

（当該職員の質問検査権）及び第二百四十二条（罰則）の規定の適用については、

当該磁気テープ等は、当該調書等とみなす。

　　第二百三十四条第一項第二号中「第二百二十八条」を「第二百二十八条の二」に改

める。



　　第二百四十二条第五号中「第二百二十八条」を「第二百二十八条の二」に改め、

「記載」の下に「若しくは記録」を加える。

　（法人税法の一部改正）

第三条　法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の一部を次のように改正する。

　　第二条第十二号の八中「第十七号ホ」を「第十七号ヘ」に改め、同条第十七号中

「イからルまで」を「イからヲまで」に、「ヲからナまで」を「ワからラまで」に改

め、同号ナを同号ラとし、同号ネ中「ネにおいて」を「ナにおいて」に改め、同号ネ

を同号ナとし、同号ツを同号ネとし、同号ソ中「ソにおいて」を「ツにおいて」に改

め、同号ソを同号ツとし、同号レ中「レにおいて」を「ソにおいて」に改め、同号レ

を同号ソとし、同号タを同号レとし、同号ヨ中「ヨにおいて」を「タにおいて」に改

め、同号ヨを同号タとし、同号カ中「カにおいて」を「ヨにおいて」に改め、同号カ

を同号ヨとし、同号ワを同号カとし、同号ヲを同号ワとし、同号ルを同号ヲとし、同

号ヌを同号ルとし、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、

同号ヘを同号トとし、同号ホ中「ホにおいて」を「ヘにおいて」に改め、同号ホを同

号ヘとし、同号ニ中「ニにおいて」を「ホにおいて」に改め、同号ニを同号ホとし、

同号ハ中「ハにおいて」を「ニにおいて」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同

号ハとし、同号イの次に次のように加える。

　　　ロ　自己の株式を譲渡した場合（合併、分割又は株式交換により新株を発行する

ことに代えて自己が有していた自己の株式を交付した場合を除く。）における

譲渡対価の額（新株予約権の行使により新株を発行することに代えて自己が有

していた自己の株式を交付した場合には、当該新株予約権の発行価額に相当す

る金額を含む。）から当該自己の株式の当該譲渡の直前の帳簿価額を減算した

金額

　　第二条第十八号リ中「前号カ」を「前号ヨ」に改め、同号ヌ中「前号レ」を「前号

ソ」に、「に規定する合計額が同号レ」を「が同号ソ」に改め、同号ル中「前号ソ」

を「前号ツ」に、「同号ソ」を「同号ツ」に改め、同号ワ中「前号ネ」を「前号ナ」

に、「同号ネ」を「同号ナ」に改める。

　　第六十一条の二中第十項を第十一項とし、第五項から第九項までを一項ずつ繰り下

げ、第四項の次に次の一項を加える。

　５　内国法人が自己の株式を譲渡した場合（次項の規定の適用がある場合を除く。）

における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該自己の

株式の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

　　第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第二項第二号中「第六十一条の二第八

項」を「第六十一条の二第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

　　第六十二条の二第一項中「第二条第十七号ハ」を「第二条第十七号ニ」に、「同号

ニ」を「同号ホ」に改める。



　　第七十二条第二項中「その他」を「その他の」に改める。

　　第七十四条第二項中「その他」を「その他の」に、「添附し」を「添付し」に改め

る。

　　第八十二条の十第二項及び第百二条第三項中「その他」を「その他の」に改める。

　　第百三条第二項及び第百四条第二項中「その他」を「その他の」に、「添附し」を

「添付し」に改める。

　　第百三十八条第二号及び第六号から第八号までの規定中「行なう」を「行う」に改

め、同条第十一号中「を含む。）で政令で定めるもの」を「として政令で定めるもの

を含む。）」に改める。

　　第百四十八条中「その他」を「その他の」に、「添附し」を「添付し」に改める。

　　第百四十九条中「その他」を「その他の」に、「添附し」を「添付し」に、「行な

う」を「行う」に改める。

　　第百五十条中「その他」を「その他の」に、「添附し」を「添付し」に改める。

　（阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改

正）

第四条　阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平

成七年法律第十一号）の一部を次のように改正する。

　　第九条第二項中「又は第十条の七から」及び「若しくは第十条の七から」を削る。

　　第十条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、

同条第二項中「又は第十条の七から」及び「若しくは第十条の七から」を削る。

　　第十四条第一項、第三項、第四項及び第七項中「平成十四年三月三十一日」を「平

成十七年三月三十一日」に改める。

　　第十六条第一項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十六年十二月三十一日」

に改める。

　　第十七条第三項中「第四十三条」を「第四十四条の九」に改め、同条第六項中「第

四十二条の十二」を「第四十四条の九」に改める。

　　第十八条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改

め、同条第二項中「第四十六条の三」を「第四十四条の九」に改め、同条第五項中

「第四十二条の十二」を「第四十四条の九」に改める。

　　第二十条第一項中「平成十四年三月三十一日までの間」を「平成十七年三月三十一

日までの期間」に、「という。）に、」を「という。）内に、」に、「場合は」を

「場合には」に改める。

　　第二十一条第一項中「平成十四年三月三十一日までの間」を「平成十七年三月三十

一日までの期間」に、「という。）に」を「という。）内に」に、「場合は」を「場

合には」に改め、同条第二項中「の百分の八十に相当する金額」を「に相当する金額

（当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額



の百分の八十に相当する金額）」に改める。

　　第二十二条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第

五号」を「第六号」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

　一　附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定　平成十四年九月

一日

　二　第一条中租税特別措置法第三十七条の十第二項の改正規定、同法第三十七条の十

一第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の二の次に三条を加える改正規定、同

法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改

正規定及び同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、

第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定　平成十五年一月一日

　三　次に掲げる規定　平成十八年一月一日

　　イ　第一条中租税特別措置法第三条の四の見出しの改正規定（「老人等」を「障害

者等」に改める部分に限る。）、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、

同法第四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第三項の改正規定並びに附

則第三条第一項及び第二項の規定

　　ロ　第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規

定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定並びに

附則第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定

　四　第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十

六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十九条第一項の改正規定（「平成

十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。）及び

同条第二項の改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び

第三十三条第七項の規定　漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律（平成

十四年法律第七十三号）の施行の日

　五　第一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第三号及び第四号の改正規定、同

法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第六

十四条の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二号の改正規定並びに同法第六十

五条の七第一項の表の第十二号の改正規定　都市再開発法等の一部を改正する法律

（平成十四年法律第十一号）の施行の日

　六　次に掲げる規定　マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律

第七十八号）の施行の日

　　イ　第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定（同条第二項第三号及び第



四号に係る部分を除く。）、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法

第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定（同条第二項第二号

に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。）、同法第三十四条の三第二項

第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規

定、同法第六十五条の二の改正規定（同条第三項に係る部分を除く。）、同法第

六十五条の四の改正規定（同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る

部分を除く。）、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項

第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規

定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並び

に第四十九条の規定

　　ロ　第四条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第二十二条の改正規定（「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。）

　七　第一条中租税特別措置法第三十三条の四の改正規定、同法第三十四条の二第二項

第十三号の改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定及び同法第六十五条の

四第一項第十三号の改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定　土地

収用法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三号）の施行の日

　八　第一条中租税特別措置法第五十六条の三を削る改正規定、同法第五十六条の二の

改正規定（同条第二項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。）、同法第五

十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十四条の二第一号の改正規定　全

国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律（平成十四年法律第六十四号）の施行の

日

　九　第一条中租税特別措置法第七十八条の二第一項の改正規定及び同条第三項の改正

規定　水産業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第七十五号）の

施行の日

　（租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則）

第二条　第一条の規定による改正後の租税特別措置法（以下「新租税特別措置法」とい

う。）第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得

税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

　（障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置）

第三条　新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する

個人で第二条の規定による改正後の所得税法（以下「新所得税法」という。）第九条

の二第一項に規定する障害者等（以下この条において「障害者等」という。）である

ものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に

規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による

改正前の所得税法（以下「旧所得税法」という。）第九条の二第一項に規定する老人

等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置



法（以下「旧租税特別措置法」という。）第四条第一項に規定する公債（次項におい

て「公債」という。）の利子については、なお従前の例による。

２　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前

に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租

税特別措置法（次項において「改正前措置法」という。）第四条に規定する要件を満

たすもの（同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に

規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び

同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第

二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類（次項において「障害

者等確認書類」という。）に該当しているものを除く。以下この項及び次項において

「障害者等未確認公債」という。）を有する場合において、同日以後に支払を受ける

べき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののう

ち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応する

ものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、

なお従前の例による。

３　前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八

年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置

法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用す

る旧所得税法第十条第五項に規定する書類（障害者等確認書類に該当するものに限る。

以下この項において同じ。）を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた

場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書

及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際

に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をした

ものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適

用する。

４　前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置）

第四条　新租税特別措置法第五条の二の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一括登録国債の利子につい

て適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定す

る一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

　（エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控

除等に関する経過措置）

第五条　個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の

二第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

２　個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第



一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、

なお従前の例による。

３　旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定す

る電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項

に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属す

る年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定

電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第一項に規定する個人が取得又は製

作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産

と、旧租税特別措置法第十条の三第四項に規定する個人が賃借をした同項に規定する

電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第四項に規定する個人が賃借をした

同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用す

る。

４　個人が、平成十四年において旧租税特別措置法第十条の三第六項に規定する繰越税

額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用に

ついては、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース

税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五

号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法（第九項において「平成十四年旧

法」という。）第十条の三第三項に規定する税額控除限度額若しくは同条第四項に規

定するリース税額控除限度額」と、「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項又は

同条第三項若しくは第四項」と、「同項の」とあるのは「第四項又は同条第四項の」

と、同条第九項中「供用年」とあるのは「供用年（平成十四年旧法第十条の三第三項

に規定する税額控除限度額又は同条第四項に規定するリース税額控除限度額に係る第

五項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第三項又は第四項に規

定する供用年）」と、「同項に」とあるのは「第五項に」とする。

　（製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置）

第六条　個人の旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する適用年に係る同項に規定

する製品輸入増加額については、なお従前の例による。

　（個人の減価償却に関する経過措置）

第七条　新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等（取得

又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。）をする同項に規定する特

定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条

第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

２　新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする

同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした

旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、な

お従前の例による。



３　新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする

同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等

をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等に

ついては、なお従前の例による。

４　新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする

同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした

旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、な

お従前の例による。

５　新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする

同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租

税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の

例による。

６　新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする

同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした

旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、な

お従前の例による。

７　個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域

工業開発地区として指定された地区（昭和四十一年十二月十五日までに指定されたも

のに限る。）内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に

規定する工業用機械等については、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、なお

その効力を有する。

８　新租税特別措置法第十二条第一項（同項の表の第一号及び第五号から第七号までに

係る部分に限る。）の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業

用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条

第一項に規定する工業用機械等（同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三

欄に掲げる資産に限る。）については、なお従前の例による。

９　施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小漁業構造改

善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する

同号に定める漁船については、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその

効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律

（平成十四年法律第七十三号）の施行の日以後における同条（同項第一号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法（昭和五十一

年法律第四十三号）第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を

改正する法律（平成十四年法律第七十三号）第一条の規定による改正前の漁業再建整

備特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備

法」という。）第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、



「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一

項」とする。

10　新租税特別措置法第十三条の三第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定は、施

行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個

人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

11　施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第四号に規定する共同改善計画に

つき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産につ

いては、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。

12　新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をす

る同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

13　個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する

優良賃貸住宅については、同条（同項に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力

を有する。

14　新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築

をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15　個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定

する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

16　新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をす

る同項に規定する倉庫用建物等について適用する。

17　個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する

倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

18　新租税特別措置法第十八条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、個人が

施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

　（個人のプログラム等準備金に関する経過措置）

第八条　新租税特別措置法第二十条の二の規定は、平成十五年分以後の所得税について

適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

　（特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の

非課税等に関する経過措置）

第九条　施行日前に締結された新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約

で旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められているもの

（施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該

契約に定められていた同項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条

の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧租税特別措置

法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件（同項第二号に掲げるものを除く。）が定

められているものを含む。）は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げ

る要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。



２　施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する付与決議に

基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場

合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。

　（山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置）

第十条　新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項

に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法

第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

　（個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置）

第十一条　個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規

定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

　（株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置）

第十二条　新租税特別措置法第三十七条の十第三項（第一号及び第三号に係る部分に限

る。）の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡

による所得について適用する。

２　商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則

第十六条第二項において「商法等改正法」という。）附則第六条第一項又は第七条第

一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第三項（第一

号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第一号に規定する

株式には、商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ

れた新株の引受権又は商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特

別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正

法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株

引受権付社債を含むものとする。

　（特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置）

第十三条　新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一

日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座（以下この条において「特

定口座」という。）に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項

に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。

２　新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後

に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定す

る信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。

３　特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を

受けようとする同号に規定する証券業者（以下この条において「証券業者」とい

う。）は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定す



る特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又

は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他

必要な行為（上場株式等（新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場

株式等をいう。以下この条において同じ。）の受入れ（次項の規定によるものを除

く。）及び上場株式等の信用取引（同号に規定する信用取引をいう。以下この条にお

いて同じ。）の移管（第六項の規定によるものを除く。）を除く。）をすることがで

きる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出が

されたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保

管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座（以下この条において「準備口座」と

いう。）は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七

条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。

４　前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券

業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者

又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に

掲げるものを受け入れることができるものとする。

　一　当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座（以

下この項において「他の保管口座」という。）にその取得（平成五年一月一日以後

の取得で、当該証券業者への買付けの委託（買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理

を含む。）による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。）後直

ちに保管の委託がされた上場株式等（その取得後引き続き当該他の保管口座におい

て保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号におい

て「特定上場株式等」という。）で当該他の保管口座から政令で定めるところによ

り移管がされるもの

　二　当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保

管の委託がされている上場株式等（特定上場株式等を除く。）で当該他の保管口座

から政令で定めるところにより移管がされるもの

５　前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七

条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規

定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け

入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。

６　第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証

券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口

座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非

居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座（以下この項にお



いて「他の信用取引口座」という。）において処理されている上場株式等の信用取引

（平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第

三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る

特定口座において行うこととされているものに限る。）を当該他の信用取引口座から

政令で定めるところにより移管できるものとする。

７　前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、

新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年

一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に

係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。

８　第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の

取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株

式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用

に関し必要な事項は、政令で定める。

９　新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一

月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合（第

三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。）につ

いて適用する。

　（特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する

経過措置）

第十四条　新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後

に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項

に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定

する差金決済により生じた差損について適用する。

　（確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置）

第十五条　新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年

分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。

　（公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置）

第十六条　新租税特別措置法第三十七条の十五第一項（第一号に係る部分に限る。）の

規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

２　商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法

第三十七条の十五第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同

号に規定する公社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例

によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

３　個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第三項に規定する交換

による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例

による。



　（償還差益に対する分離課税等に関する経過措置）

第十七条　施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する

割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例

による。

　（個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との

調整）

第十八条　附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合におけ

る経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関

する法律（平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。）第六

条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」

とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十

五号）附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

２　附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場

合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽

減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一

部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第十三条第一項及び第二項、第十

四条並びに第十五条の規定並びに」とする。

３　附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担

軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中

「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成

十四年法律第十五号）附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。

　（租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則）

第十九条　新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人

（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。）の施行日

以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業

年度分の法人税については、なお従前の例による。

　（エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別

控除に関する経過措置）

第二十条　法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十

二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

　（電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経

過措置）

第二十一条　旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等（以下こ

の条において「中小企業者等」という。）又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二

項に規定する特定中小企業者等（以下この条において「特定中小企業者等」とい

う。）が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の



六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を

除き、なお従前の例による。

２　中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条

の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを

当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した

場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了

する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定

電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者

等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げ

る減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十

二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十

一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械

装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借を

した旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特

別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第

一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

３　法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の

六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法

第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度

額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正

する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法

（第十項において「平成十四年旧法」という。）第四十二条の六第二項に規定する税

額控除限度額若しくは同条第三項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第三

項」とあるのは「若しくは第三項又は同条第二項若しくは第三項」と、「前項の」と

あるのは「前項又は同条第四項の」と、同条第十項中「供用年度」とあるのは「供用

年度（平成十四年旧法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三

項に規定するリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額

がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度）」と、

「同項に」とあるのは「第四項に」とする。

　（自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関す

る経過措置）

第二十二条　法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設（次項において「取得等」と

いう。）をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等につ

いては、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

２　法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内に

おいて同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内に



おいて当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事

業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資

産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の

九の規定を適用する。

旧租税特別措置法第四十二条の九第一
項の表の第一号の第一欄に掲げる地区
内において取得等をした同号の第三欄
に掲げる減価償却資産

新租税特別措置法第四十二条の九第一
項に規定する期間内に同項の表の第四
号の第一欄に掲げる地区内において取
得等をした同号の第三欄に掲げる減価
償却資産

旧租税特別措置法第四十二条の九第一
項の表の第二号の第一欄に掲げる地区
内において取得等をした同号の第三欄
に掲げる減価償却資産

新租税特別措置法第四十二条の九第一
項に規定する期間内に同項の表の第三
号の第一欄に掲げる地区内において取
得等をした同号の第三欄に掲げる減価
償却資産

旧租税特別措置法第四十二条の九第一
項の表の第三号の第一欄に掲げる地区
内において取得等をした同号の第三欄
に掲げる減価償却資産

新租税特別措置法第四十二条の九第一
項に規定する期間内に同項の表の第二
号の第一欄に掲げる地区内において取
得等をした同号の第三欄に掲げる減価
償却資産

旧租税特別措置法第四十二条の九第一
項の表の第四号の第一欄に掲げる地区
内において取得等をした同号の第三欄
に掲げる減価償却資産

新租税特別措置法第四十二条の九第一
項に規定する期間内に同項の表の第一
号の第一欄に掲げる地区内において取
得等をした同号の第三欄に掲げる減価
償却資産

３　法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の

九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法

第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「税額控除限度額」とあるの

は「税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第

十五号）第一条の規定による改正前の租税特別措置法（第五項において「平成十四年

旧法」という。）第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「第一項」

とあるのは「第一項又は同条第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は同条第二

項の」と、同条第五項中「供用年度」とあるのは「供用年度（平成十四年旧法第四十

二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度

超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度）」と、「同項に」とあるの

は「第二項に」とする。

　（法人の減価償却に関する経過措置）

第二十三条　新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等

（取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。）をする同項に規定

する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第

四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

２　新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同



項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧

租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従

前の例による。

３　法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する

特定事業用資産については、なお従前の例による。

４　新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をす

る同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得

等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備

等については、なお従前の例による。

５　新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をす

る同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をし

た旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、

なお従前の例による。

６　法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五

号の中欄又は同表の第六号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例に

よる。

７　法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規

定する産業業務施設については、なお従前の例による。

８　新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をす

る同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧

租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従

前の例による。

９　新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をす

る同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をし

た旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、

なお従前の例による。

10　法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地

域工業開発地区として指定された地区（昭和四十一年十二月十五日までに指定された

ものに限る。）内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項

に規定する工業用機械等については、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、な

おその効力を有する。

11　前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十

二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は

第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第

四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五

号）附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一



条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項（同項の表の第一号に係る

部分に限る。）」とする。

12　新租税特別措置法第四十五条第一項（同項の表の第一号及び第五号から第七号まで

に係る部分に限る。）の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工

業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十

五条第一項に規定する工業用機械等（同項の表の第二号及び第六号から第八号までの

第三欄に掲げる資産に限る。）については、なお従前の例による。

13　施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小漁業構造改善

計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同

号に定める漁船については、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効

力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律

（平成十四年法律第七十三号）の施行の日以後における同条（同項第一号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一

項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律

第七十三号）第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法（昭和五十一年法

律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。）第二条第一項」

と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条

第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。

14　新租税特別措置法第四十六条の三第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の

法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。

15　施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画

につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産に

ついては、同条（同号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。

16　新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築を

する同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

17　法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定す

る優良賃貸住宅については、同条（同項に係る部分に限る。）の規定は、なおその効

力を有する。

18　新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新

築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

19　法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規

定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

20　新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設を

する同項に規定する倉庫用建物等について適用する。

21　法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定す



る倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

22　第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合におけ

る新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新

租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」

とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一

部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第二十三条第十三項、第十五項、

第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この条及び次条において

「平成十四年旧法」という。）第四十六条（第一項第一号に係る部分に限る。）、第

四十六条の三（第一項第三号に係る部分に限る。）、第四十七条（第一項に係る部分

に限る。）、第四十七条の二若しくは第四十八条」と、同条第二項及び第五項並びに

新租税特別措置法第五十二条の三第四項及び第十三項中「又は第四十六条の三から第

四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は平成十

四年旧法第四十六条（第一項第一号に係る部分に限る。）、第四十六条の三（第一項

第三号に係る部分に限る。）、第四十七条（第一項に係る部分に限る。）、第四十七

条の二若しくは第四十八条」とする。

23　新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植

林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第

一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

24　新租税特別措置法第五十二条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、法人

が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

　（法人の準備金に関する経過措置）

第二十四条　旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初

に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れた海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。

２　旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社の施行日前に開始

した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された

創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有す

る。この場合において、同条第二項中「第五十五条の四第三項」とあるのは、「租税

特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）附則第二十四条第二

項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の

租税特別措置法第五十五条の四第三項」とする。

３　新租税特別措置法第五十七条の二の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了

する事業年度分の法人税について適用する。

　（沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置）

第二十五条　新租税特別措置法第五十九条第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以



後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

　（法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置）

第二十六条　新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマ

ンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換

地処分等により取得する資産について適用する。

２　新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部

を改正する法律（平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」とい

う。）の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係

る法人税について適用する。

３　新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正

法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

４　新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの

建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に

係る法人税について適用する。

　（国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置）

第二十七条　新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に

同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六

十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決

定をすることができる期間については、なお従前の例による。

　（鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置）

第二十八条　新租税特別措置法第六十六条の十第一項（第二号に係る部分に限る。）の

規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産

について適用する。

　（欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置）

第二十九条　新租税特別措置法第六十六条の十四第一項（第二号に係る部分に限る。）

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損

金額について適用する。

　（特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置）

第三十条　法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する

交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税について

は、なお従前の例による。

　（特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置）

第三十一条　新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以

後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法

第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定す

る賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。



　（相続税及び贈与税の特例に関する経過措置）

第三十二条　新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四

年一月一日以後に相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下

この条において同じ。）により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規

定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する

特定事業用資産に係る相続税について適用する。

２　前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に

新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は

遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の

五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項（同法第十

二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十

条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する

場合を含む。）の規定による市町村の長（同法第十九条の規定の適用がある場合には、

同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者）の認定」とあるのは

「租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規定

による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、

「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画（同条第四項第二号ロに規定する公益

的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六

条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取

消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画（」とする。

３　新租税特別措置法第七十条の三（新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により

適用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に贈与（贈与者の死亡により効力を生

ずる贈与を除く。以下この項において同じ。）により取得した新租税特別措置法第七

十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に

係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十

条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係

る贈与税については、なお従前の例による。

４　新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適

用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がさ

れる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措

置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に

規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税に

ついては、なお従前の例による。

５　次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなし

て、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該

受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



　一　租税特別措置法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第十六号）附則第二十条

第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特

別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

　二　租税特別措置法の一部を改正する法律（平成三年法律第十六号。第十項において

「平成三年改正法」という。）附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一

項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

　三　租税特別措置法の一部を改正する法律（平成七年法律第五十五号）附則第三十六

条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税

特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈

者

　四　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十三号。第十項にお

いて「平成十二年改正法」という。）第一条の規定による改正前の租税特別措置法

第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

　五　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第七号）第一条の規定

による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている

同項に規定する受贈者

　六　旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定

する受贈者

６　新租税特別措置法第七十条の八（第一項に規定する割合に係る部分に限る。）の規

定は、施行日以後にする相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第三十八条第一項

又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日

前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項

に定めるものを除き、なお従前の例による。

７　新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額

の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものに

ついて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び

施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例に

よる。

８　施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった

財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施

業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十

分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以

後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期

限（施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を

経過する日。次項において同じ。）までに政令で定めるところにより当該許可を受け



た者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から

第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

９　前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初

に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新租税特別措置法第七十条の八第五項

に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る

分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応す

るものについては、同条第三項及び新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じ

て計算するものとする。

10　税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定に

よる延納の許可をした相続税額（平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用

を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限

る。）に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改

正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわ

らず、新租税特別措置法第七十条の八第三項及び第九十三条第二項の規定に準じて計

算するものとする。

　（登録免許税の特例に関する経過措置）

第三十三条　施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを

受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の

例による。

２　旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十

一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合におけ

る当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なお

その効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるの

は、「平成十六年三月三十一日」とする。

３　新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁

業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登

録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する

農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に

係る登録免許税については、なお従前の例による。

４　森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義

務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、

なお従前の例による。

５　新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一

部を改正する法律（昭和五十五年法律第九号）の施行の日から平成六年三月三十一日

までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同

条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日



までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税につい

ては、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定

を適用する。

６　旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業

者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定

する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、

同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月

三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。

７　新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法

等の一部を改正する法律（平成十四年法律第七十三号）の施行の日以後に同条第一項

に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有

権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登

録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に

規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に

係る登録免許税については、なお従前の例による。

８　新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、

又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船

舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建

造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所

有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許

税については、なお従前の例による。

９　施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定（卸売市場法

（昭和四十六年法律第三十五号）第七十三条第一項の規定によるものを除く。）又は

承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る

登録免許税については、なお従前の例による。

10　新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規

定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登

録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同

条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に

係る登録免許税については、なお従前の例による。

11　旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを

受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得し

た場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例

による。

12　旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを

受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場



合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例によ

る。

13　新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構

が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合におけ

る当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八

十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地

である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許

税については、なお従前の例による。

14　旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、

施行日前に受けた不動産（同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規

定する事業参加者から取得したものに限る。）の所有権の移転の登記に係る登録免許

税については、なお従前の例による。

15　旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に

基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建

築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得す

る場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の

規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一

日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

16　旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認

定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登

記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17　旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前

に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転

の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18　旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一

日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建

物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税につい

ては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五

年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

　（沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特

例に関する経過措置）

第三十四条　施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお

従前の例による。

２　施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八の二に規定す

る沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規

定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する



場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航

空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八の二に

おいて準用する同法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課され

るべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当

該航空機燃料に対する航空機燃料税法（昭和四十七年法律第七号）の規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。

３　施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定

する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する

税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合に

は、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機か

ら取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率によ

り航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。

４　施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定

する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する

税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合に

は、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機か

ら取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定

する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれた

ものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の

適用に関し必要な事項は、政令で定める。

５　施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空

機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

　（障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置）

第三十五条　新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に

規定する障害者等（以下この条及び次条において「障害者等」という。）であるもの

が平成十八年一月一日（郵便貯金法（昭和二十二年法律第百四十四号）第七条第一項

第一号に規定する通常郵便貯金（次項において「通常郵便貯金」という。）の利子に

あっては、政令で定める日。以下この項において同じ。）以後に支払を受けるべき郵

便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一

項に規定する老人等（次条第一項において「老人等」という。）であるものが平成十

八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

２　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの（障害者等に該当し、かつ、

平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の



新所得税法第九条の二第二項に規定する書類（次項において「障害者等確認書類」と

いう。）に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証

印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者（次項において「確認障害者

等」という。）を除く。）が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金（通常郵便

貯金を除く。）の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子

の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額とし

て政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例

による。

３　平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要

件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当する

もの（確認障害者等を除く。）が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯

金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類（障害者

等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。）を提示して障害者等

に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定す

る非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告

知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前

項の規定を適用する。

４　前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置）

第三十六条　新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるも

のが平成十八年一月一日（普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの

（次項において「普通預金等」という。）の利子又は収益の分配にあっては、政令で

定める日。以下この項において同じ。）以後に支払を受けるべき同条第一項に規定す

る預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収

益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一

日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、

特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券（次項において「預貯金等」という。）

の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

２　国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前

に預入、信託又は購入（以下この条において「預入等」という。）をした預貯金等

（普通預金等を除く。）で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすも

の（同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した

同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその

者の新所得税法第十条第五項に規定する書類（次項において「障害者等確認書類」と

いう。）に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認

預貯金等」という。）を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害



者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期

間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年

十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算

した金額に相当する部分については、なお従前の例による。

３　前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八

年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得

税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類（障

害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。）を提示して障害

者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、

同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書

又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融

機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の

規定を適用する。

４　前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置）

第三十七条　新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべ

き同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法

第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

　（支払調書等の提出の特例に関する経過措置）

第三十八条　施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべ

き者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した

磁気テープ又は磁気ディスク（以下この条において「磁気テープ等」という。）を調

製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつ

き税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二

十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。

　（自己の株式の譲渡に関する経過措置）

第三十九条　第三条の規定による改正後の法人税法（次条において「新法人税法」とい

う。）第二条及び第六十一条の二第五項の規定は、内国法人が施行日以後に行う自己

の株式の譲渡について適用する。

　（匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置）

第四十条　新法人税法第百三十八条第十一号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき

同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第三条の規定

による改正前の法人税法第百三十八条第十一号に掲げる利益の分配については、なお

従前の例による。

　（政令への委任）

第四十一条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要



な経過措置は、政令で定める。

　（租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正）

第四十二条　租税特別措置法の一部を改正する法律（平成四年法律第十四号）の一部を

次のように改正する。

　　附則第七条第一項中「平成十四年分」を「平成十七年分」に改める。

　（租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律の一部を改正する法律の一部改正）

第四十三条　租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律の一部を改正する法律（平成十一年法律第九号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　附則第十四条第六項中「「第十条第二項から第四項まで、」とあるのは「平成十一

年新法」と、「規定は」とあるのは「規定（平成十一年改正法第一条の規定による改

正前の租税特別措置法（以下「平成十一年旧法」という。）におけるこれらの規定を

含む。）並びに平成十一年旧法第十条第二項から第四項までの規定は」」を「「第十

条第二項から第四項まで、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条

の三まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等

の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規定による改正後の租税

特別措置法第十九条各号に掲げる規定（同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定

を除く。）」」に改める。

　　附則第十五条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一

部を改正する法律（平成十二年法律第九十七号）第六条の規定による改正後の租税特

別措置法（以下「平成十二年新法」という。）」を「租税特別措置法等の一部を改正

する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規定による改正後の租税特別措置法

（以下「平成十四年新法」という。）」に、「平成十二年新法第三十七条の十の」を

「平成十四年新法第三十七条の十の」に、「「転換社債」とあるのは「平成十二年新

法第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債」」を「「転換社債又は新株引受

権付社債」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株

予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百二十八号）附則

第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引

受権付社債」」に改め、同条第三項を削る。

　　附則第二十六条第十五項中「又は前項」を削り、「第四十三条」を「第四十四条の

九」に改め、「又は第十四項」を削る。

　　附則第二十九条第四項中「「第四十二条の四第二項から第四項まで、第四十二条の

九」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律（平成十一年法律第九号。以下「平

成十一年改正法」という。）第一条の規定による改正後の租税特別措置法（以下「平



成十一年新法」という。）第四十二条の九」と、「第五十二条の三第一項の規定」と

あるのは「平成十一年新法第五十二条の三第一項の規定（平成十一年改正法第一条の

規定による改正前の租税特別措置法（以下「平成十一年旧法」という。）におけるこ

れらの規定を含む。）並びに平成十一年旧法第四十二条の四第二項から第四項までの

規定」」を「「第四十二条の四第二項から第四項まで、第四十二条の九及び第四十二

条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から

第四十五条の二まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る

第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律

（平成十四年法律第十五号）第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条

第一項各号に掲げる規定（同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの

規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。）」」に改める。

　（租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）

第四十四条　前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律（以下この条に

おいて「平成十一年改正法」という。）附則第十四条第六項の規定は、個人が施行日

以後に取得（建設及び製作を含む。以下この条において同じ。）をする同項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前

の租税特別措置法（以下この条において「平成十一年旧法」という。）第三十七条の

三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規

定による改正前の平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を

有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産につい

ては、なお従前の例による。

２　前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人

が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成

十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に

取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定

によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規

定する資産については、なお従前の例による。

　（租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正）

第四十五条　租税特別措置法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百三十二号）の

一部を次のように改正する。

　　附則第三条第二項中「とする」を「と、旧法第三十七条の三第三項中「第十条の二

から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六

条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法

律第十五号）第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定



（同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。）」とする」に改める。

　　附則第四条第二項中「第四十三条」を「第四十四条の九」に改める。

　　附則第五条第二項中「並びに旧法」を「中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、

同条第七項中「第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から

第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の三まで及び第四十六条の三

から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるの

は「租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第十五号）第一条の規

定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定（同法第四十六

条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を

除く。）」と、旧法」に改める。

　（租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）

第四十六条　前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律（以下こ

の条において「平成十一年改正法」という。）附則第三条第二項の規定は、個人が施

行日以後に取得（建設及び製作を含む。以下この条において同じ。）をする同項の規

定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特

別措置法（以下この条において「平成十一年旧法」という。）第三十七条の三第三項

に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による

改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお

従前の例による。

２　前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施

行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一

年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得

をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定によりな

おその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資

産については、なお従前の例による。

　（租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正）

第四十七条　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十三号）の一

部を次のように改正する。

　　附則第十九条第四項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の九第一項の規定の適

用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する課税相続

財産の価額のうちに旧租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価

額の占める割合が十分の五以上であるときの新租税特別措置法第七十条の十一の規

定の適用については、同条中「、第七十条の九第一項又は」とあるのは、「又は」

と読み替えるものとする。



第四十八条　租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百三十四号）

の一部を次のように改正する。

　　第一条中租税特別措置法第三十七条の十五第三項の改正規定を削る。

　（地方自治法の一部改正）

第四十九条　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。

　　別表第一租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の項第一号中「第三十一

条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ及び第

十二号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ」を「第六十二条の

三第四項第十一号ハ及び第十二号ニ」に改め、同表租税特別措置法（昭和三十二年法

律第二十六号）の項第二号中「第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第

四項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ、第六十二条の三第四項第十

二号ニ」に改める。

　（農地法施行法の一部改正）

第五十条　農地法施行法（昭和二十七年法律第二百三十号）の一部を次のように改正す

る。

　　第二十二条第二項中「平成十四年十二月三十一日」を「平成十九年十二月三十一

日」に改める。

　（低開発地域工業開発促進法の一部改正）

第五十一条　低開発地域工業開発促進法（昭和三十六年法律第二百十六号）の一部を次

のように改正する。

　　第四条を次のように改める。

　第四条　削除

　（農業振興地域の整備に関する法律の一部改正）

第五十二条　農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）の一部

を次のように改正する。

　　第二十三条第二項中「交換分合、」を削る。

　（生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正）

第五十三条　生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成二年

法律第七十一号）の一部を次のように改正する。

　　第九条を次のように改める。

　第九条　削除

　（食品流通構造改善促進法の一部改正）

第五十四条　食品流通構造改善促進法（平成三年法律第五十九号）の一部を次のように

改正する。

　　第七条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「（昭和三十二年法

律第二十六号）」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同



条第四項を同条第三項とする。

　（産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正）

第五十五条　産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成四年法

律第六十二号）の一部を次のように改正する。

　　第二十五条を次のように改める。

　第二十五条　削除

　（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改

正）

第五十六条　地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

（平成四年法律第七十六号）の一部を次のように改正する。

　　第十一条を次のように改める。

　第十一条　削除

　　第三十五条を次のように改める。

　第三十五条　削除
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